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はじめに 

経済などの発展に伴い、私たちの生活は、便利で快適な

暮らしを得ています。一方で、資源を大量に使用する社

会構造は、大量生産・大量廃棄・大量消費時代となり廃

棄物の増加や森林の減少をはじめ、地球温暖化やオゾン

層の破壊など深刻な環境問題を引き起こしています。 

このような中で、地球温暖化防止に取り組むために

2005 年京都議定書が発効となり、我が国においては、

温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で 25％削

減することとしています。 

今私たちは、これまでどおり資源やエネルギーを使い続

けて行くのか、それとも環境に配慮した持続可能な社会

構成を目指していくのか、その判断を迫られています。 

こうした現状において、今後は地球温暖化の加害者であり被害者でもある町民一人ひとり

や事業者個々が、意欲的に省エネルギーに取り組む社会を創りあげていく必要があります。 

この度、本町におきましては、第 5 次総合計画に基づき、地球温暖化などの環境問題を個々

のライフスタイルや社会システムを見直し、持続可能な循環型社会を構築していくことを

目的として、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２１年度「地域新

エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業」の補助により「上富良野町地域省エネル

ギービジョン」を策定致しました。 

 

今後は、このビジョンに基づき、本町におけるエネルギー使用量と二酸化炭素排出量の削

減目標の達成に向けた取り組みを町民の皆さまと共に推進して参りたいと考えております

ので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本ビジョン策定にあたり、貴重なご意見・ご助言をいただきました策定員会委員

各位をはじめ、アンケート・ヒアリング調査にご協力をいただきました多くの町民の皆さ

ま、事業者の方々さらにはご支援・ご助言をいただきました行政機関に対し、心から厚く

お礼を申し上げます。 

 

平成２２年２月 

 

上富良野町長 向 山 富 夫 
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第1章  

 
上富良野町の地域特性に適した省エネルギービジョンを策定するために、自然概況及び社会

概況等を整理します。 
 
1-1. 自然概況 

1-1-1. 位置・面積 

上富良野町は、東経 142 度 23 分 15 秒から東経 142 度 41 分 25 秒、北緯 43度 22 分 40 秒から

北緯 43 度 32 分 55 秒の北海道のほぼ中央部に位置し、東西 24.6km、南北 19.0 km を有する上

川支庁管内の南部に属する都市的な農村地域にあります。北から東にかけて美瑛町と新得町、

南富良野町、南から西にかけては富良野市と中富良野町に隣接しています。 

旭川市から富良野市を通り、太平洋に面した門別町へ南下していく国道 237 号がＪＲ富良野

線に並行して町を縦断しており、また、道道吹上上富良野線の通る市街地から放射線状に、美

瑛町方面へ道道美沢上富良野線が、十勝岳方面へ道道吹上上富良野線が、中富良野町へ道道上

富良野旭中富良野線等が走っています。 

北海道の主要都市からの距離は、札幌市から約140km、旭川市から約50km、帯広市から約140km

となっています。 

 
1-1-2. 地勢 

本町の面積は 237.18 ㎞ 2で、東に大雪山国立公園大雪山系の十勝岳（2,077ｍ）、西に夕張

山地の先端で芦別山塊といわれる山岳地帯、北に両山系の山麓と三面を山岳地帯に囲まれてい

ます。南には市街地が開け、市街地を囲んで牧歌的な丘陵地帯とカラマツ林の景観が続き、富

良野盆地の平坦部につながっています。 

大雪山系の十勝岳連峰を源流とする富良野川、ヌッカクシ富良野川、ベベルイ川などが富良

野盆地に向けて流れています。また町の北部には日新ダム、日の出ダム、江幌貯水池がありま

す。 

 
表 1-1-1 上富良野町の地目別土地面積 

地目 面積（km2） 割合（％） 地目 面積（km2） 割合（％） 

田  22.79  9.6 山林 105.41 44.5 

畑  47.45 20.0 牧場   0.24  0.1 

宅地   4.36  1.8 原野  39.30 16.6 

鉱泉地   －  － 雑種地   1.04  0.4 

池沼   0.60  0.3 その他  15.99  6.7 

出典：上富良野町ホームページ 
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出典：上富良野町ホームページ 

図 1-1-1 上富良野町の自然と地勢 

 
1-1-3. 気象 

本町は、内陸部に位置し、周囲が山々に囲まれているため大陸性気象が顕著で、気温の日較

差年較差が大きいです。平均気温は 6℃前後であり、1月・2月の平均気温は零下 10℃にも達し

ます。 

年間降水量は概ね 1,000mm 前後、年間降雪量は平坦部で約 1ｍ、山間部では 2～3ｍにも達し

ます。日照総時間はほぼ 1,500 時間内であり、夏期と冬期では日照時間に大きな差があります。

寒暑の差が大きい典型的な内陸性気象を示し、夏は南西風が吹き気温が高く、農業には恵まれ

た気象条件になっています。 

 
表 1-1-2 上富良野町の年別気象状況 

気温(℃) 降水量（ｍｍ） 
年 

平均 最高 最低 日最大 総量 

平均風速 

（ｍ/ｓ） 

日照時間

（時間）

平成 11年 6.7 34.0 -22.5  67 1,075 1.9 1,362.9 

 12 6.2 36.0 -28.9  58 1,371 1.5 1,279.1 

 13 5.7 32.9 -28.8 119 1,171 1.5 1,401.3 

 14 6.6 32.3 -25.1  34   946 1.6 1,249.6 

 15 6.3 30.5 -24.6  85   809 1.6 1,373.1 

 16 7.0 34.3 -22.8  39 1,091 1.7 1,271.4 

 17 6.2 33.2 -24.9  58 1,019 1.6 1,316.1 

 18 6.7 32.8 -23.3  91 1,065 1.7 1,297.7 

 19 6.6 34.2 -21.0  54   860 1.6 1,485.4 

 20 6.9 33.2 -26.7  38   682 1.5 1,532.1 

出典：気象庁ホームページ（観測地点：上富良野） 
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表 1-1-3 上富良野町の月別気象状況（平成 20年） 

気温(℃) 降水量（ｍｍ） 
月 

平均 最高 最低 日最大 総量 

平均風速 

（ｍ/ｓ） 

日照時間 

（時間） 

1月 -9.7 -0.8 -26.7  6.0  47.0 0.9  57.8 

2 月 -8.3  4.3 -26.2  7.0  42.0 1.5 110.0 

3 月  0.1 13.8 -14.9  8.0  21.0 1.4 156.9 

4 月  7.3 26.6 -5.7  1.5   6.0 1.9 153.6 

5 月 11.5 26.3 -1.6 16.0  55.0 2.5 146.4 

6 月 16.2 29.9  5.5  8.5  38.5 1.9 169.9 

7 月 21.1 33.2 10.7 25.0  89.0 1.4 148.0 

8 月 19.5 30.5  7.3 38.0 111.0 1.5 160.3 

9 月 16.7 30.4  3.8 12.0  51.0 1.2 181.3 

10 月  9.7 21.1 -1.4 10.5  72.5 1.4 119.8 

11 月  0.8 15.5 -14.5 12.5  65.5 1.2  80.8 

12 月 -2.6  9.7 -16.4 26.0  83.5 1.5  47.3 

出典：気象庁ホームページ（観測地点：上富良野） 
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図 1-1-2 上富良野町の月別気象状況（平年値） 

 

出典：気象庁ホームページ（観測地点：上富良野） 
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1-2. 社会概況 

1-2-1. まちの歴史 

本町は、滝川村（現滝川市）から分割設置された奈江村（現砂川市）の区域の東側の一部と、

滝川村の区域の東側の一部を合わせて、明治 30年 7月 1日に再区画し、歌志内村（現在の歌志

内市、赤平市、芦別市の区域）と富良野村（現在の上富良野町、中富良野町、富良野市、南富

良野町の区域）として生れたものです。 

当時の富良野村は、歌志内村に共同役場（開庁明治 30年 7月 15日）を置いていましたが、

明治 32年 6月 25日に現在の上富良野町の位置に役場を独立しました。 

明治 36年 7月 8日には、富良野村を上富良野村と下富良野村（現富良野市）に分村し、明治

39年 4月 1日には富良野地方の一員として占冠村の区域変えが行われ、また、大正 6年 4月 1

日に中富良野村が分村し、現在の 1市 3町 1村の区域が確定しました。その後、分割、合併の

歴史をたどり、現在に至っています。 

 

1-2-2. 人口 

(1) 人口・世帯数の推移 

中富良野分村当時の上富良野の人口は 9,786 人でした。その後増加を続け、昭和 30年の自衛

隊の駐屯により急増し、昭和 35年には 17,101 人となりました。しかし、昭和 40年以降は減少

が続いており、平成 17年には 12,352 人となっています。 

世帯数は年々増加を続けており、平成 17年には 4,540 世帯となっています。人口減少及び世

帯数増加により、1 世帯あたりの人口は減少しており、平成 17 年は 2.72 人/世帯と昭和 30 年

の約 2/5 になっています。 
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図 1-2-1 上富良野町の人口と世帯数の推移 

 

出典：国勢調査 
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(2) 年齢階級別人口の推移 

本町においても少子高齢化の傾向が顕著に現れており、年少人口は減少、老年人口は増加し

ており、平成 12年において老年人口が年少人口を上回るようになりました。 

生産年齢人口も近年は減少しており、年少人口の減少により、将来的にも減少することが予

想されます。 

なお、年少人口とは 0～14 歳の人口、生産年齢人口とは 15～64 歳の人口、老年人口とは 65

歳以上の人口のことです。 

 
表 1-2-1 上富良野町の年齢階級別人口の推移 

年 
年少人口 

(人) 

生産年齢人口

(人) 

老年人口 

(人) 

昭和 60 年 3,167 9,558 1,402 

平成 2年 2,654 9,025 1,586 

 ７ 2,216 8,753 1,912 

 12 2,000 8,424 2,385 

 17 1,762 7,857 2,733 

出典：国勢調査 
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図 1-2-2 上富良野町の年齢階級別人口割合の推移 

 

出典：国勢調査 
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1-2-3. 産業 

(1) 産業別就業者数 

本町は、農業が基幹産業のまちであり、農業就業者数が多くなっています。しかし、後継者

の不在や農産物価格低迷による営農環境の悪化などによって、離農が続いて農業者は減少を続

けています。 

本町には、基地の町というもうひとつの顔があります。陸上自衛隊の駐屯地があり、十勝岳

連峰の裾野には、広大な演習場が広がっています。このため、公務の数が多くなっています。 

また、初夏のラベンダーに代表される観光のまちでもあることから、卸売・小売業、飲食店・

宿泊業及びサービス業の従業者数も多くなっています。 

 

表 1-2-2 上富良野町の産業別就業者数（平成 17年） 

区分 従業者数（人） 割合（％） 

農業 1,289  19.1 

林業    48   0.7 

漁業 － － 

第 

1 

次 
計 1,337  19.8 

鉱業     1   0.0 

建設業   453   6.7 

製造業   441   6.5 

第 

2 

次 
計   895  13.2 

電気・ガス・熱供給・水道業    11   0.2 

情報通信業    10   0.1 

運輸業   149   2.2 

卸売・小売   756  11.2 

金融・保険業    68   1.0 

不動産業     9   0.1 

飲食店・宿泊業   479   7.1 

医療・福祉   440   6.5 

教育・学習支援業   194   2.9 

複合サービス事業    90   1.3 

サービス業   522   7.7 

公務 1,787  26.4 

第 

3 

次 

計 4,515  66.7 

分類不能の産業    17   0.3 

合計 6,764 100.0 

出典：国勢調査 
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図 1-2-3 上富良野町の産業別就業者数の推移 

 
(2) 農業 

本町の農作物収穫量は、甜菜が最も多くなっており、次いで馬鈴薯、青刈りとうもろこしと

なっています。農業粗生産額は 80億円前後で推移しており、うち耕種が約 2/3、畜産が約 1/3

となっています。 

 

表 1-2-3 上富良野町の主要農作物作付面積・収穫量（平成 18年） 

作物名 作付面積（ha） 収穫量（ｔ） 

水稲   790  4,530 

小麦 1,430  5,280 

大豆   378  1,040 

小豆   343    758 

いんげん豆     67    158 

馬鈴薯   365 12,700 

たまねぎ    29  1,530 

かぼちゃ   300  3,600 

甜菜   705 45,900 

青刈りとうもろこし   142  8,490 

牧草   660 26,200 

出典：第 29回北海道市町村勢要覧 

 

出典：国勢調査 
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図 1-2-4 上富良野町の農業粗生産額の推移 

 
(3) 商業 

卸売・小売業の年間商品販売額は、近年 112 億円前後で推移しています。内訳を見ると、飲

食料品小売業及びその他の小売業が商店数・従業者数・年間商品販売額いずれも多くなってい

ます。 

 

表 1-2-4 上富良野町の卸売・小売業の商店数・従業者数・年間商品販売額の推移 

区分 平成 9年 11 年 14 年 16 年 

商店数 16 15 10 14 

従業者数 81 67 52 74 卸売業 

年間商品販売額 652,177 246,410 169,303 199,500 

商店数 18 16 16 15 

従業者数 43 33 42 39 

織 物 ・ 衣

服・身の回

り品小売業 年間商品販売額 40,523 24,936 44,001 35,749 

商店数 45 36 44 42 

従業者数 314 340 300 315 
飲食料品小

売業 
年間商品販売額 489,657 548,876 478,287 477,795 

商店数 6 7 7 5 

従業者数 17 21 17 14 
自動車・自

転車小売業 
年間商品販売額 38,450 12,681 36,148 13,837 

商店数 13 13 12 13 

従業者数 29 30 28 33 

家 具 ・ 建

具・じゅう

器小売業 年間商品販売額 31,355 36,605 29,850 29,282 

商店数 40 41 36 41 

従業者数 174 182 296 337 

小

売

業 

その他の小

売業 
年間商品販売額 278,167 275,455 368,891 362,972 

商店数 138 129 125 130 

従業者数 658 678 735 812 合計 

年間商品販売額 1,530,329 1,151,163 1,126,480 1,119,135 

出典：商業統計調査  ※単位：（商店）店、（従業者数）人、（年間商品販売額）万円 

 

出典：農林水産統計年報 
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1-2-4. 観光 

本町では、初夏の丘を紫に彩り北海道の顔ともなっている「ラベンダーの発祥の地」として、

ラベンダーの栽培・利用のほか、観光としてのラベンダー園のＰＲなどを行っています。町の

東方には、大雪山系十勝岳の連峰が美しい山並みを見せており、噴煙を上げて活動を続ける火

山で、周期的に噴火災害をもたらす一方、地の恵みである温泉を湧かせています。また、最近

は、なだらかな丘陵とパッチワーク模様の農作物、背後にそびえる連峰が織りなすダイナミッ

クな風景が、多くの来訪者を魅了しています。 

観光入込数は、平成 13年に初めて 100 万人を超えましたが、近年は 80万人台となっていま

す。内訳をみると、道外観光客数の減少が顕著であり、平成 19 年にはピークであった平成 11

年の半分以下となっています。また、宿泊観光客は 7万人前後で推移していますが、日帰観光

客が 80万人前後とピーク時より 10万人近く少なくなっています。 
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図 1-2-5 上富良野町の観光入込数の推移（道外・道内観光客） 
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図 1-2-6 上富良野町の観光入込数の推移（日帰・宿泊観光客） 

出典：道庁ホームページ 

出典：道庁ホームページ 
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1-2-5. まちづくり計画 

本町では、平成 21年度から平成 30年度までの 10年間を計画期間とする「第 5次上富良野町

総合計画」を策定し、この計画に基づいたまちづくりを進めています。 

 
【上富良野町の将来像】 
 
 
 
 
 
 
 

 

【大目標】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『四季彩のまち かみふらの』 
－風土に映える暮らしのデザイン－ 

「町民が主体」であること、「個性と人権を尊重」すること、「相互に補完｣し合うこと、「自

主自律」の気概をもつこと、「未来志向」であること、これらをまちづくりの基本理念とし

て、これまでの取り組み･成果を引き継ぎながら、「町民の暮らし本位」の考えに立って、『四

季彩のまち・かみふらの』を将来像と定めています。 

１．人や地域とつながりのある暮らし 

２．穏やかに安心して過ごせる暮らし 

３．快適で楽しく潤いのある暮らし 

４．地域の宝を守り・育み・活用できる暮らし 

５．誇りと責任・役割を分かちあえる暮らし 
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第2章  
 
 
2-1. 省エネルギーの必要性 

現在、私たちが住む地球全体の問題として地球温暖化とエネルギー問題があります。 
私たちは、大量のエネルギーを消費しながら経済成長を遂げてきました。しかし、そのエネ

ルギーの大半は石油や石炭などの化石燃料で賄われてきており、化石燃料の燃焼時に発生する

二酸化炭素等の温室効果ガスが増加することにより、地球温暖化が進んでいます。世界各地で、

地球温暖化が影響していると思われる現象が現れてきており、深刻な問題となっています。 
また、私たちの暮らしを支えている化石燃料は限りある資源であり、将来にわたって安定的

に供給されるものではありません。しかし、世界のエネルギー需要は増加しており、中国やイ

ンドを始めとする新興国では、経済成長に伴い化石燃料の需要がますます大きくなると予想さ

れています。 
このようなエネルギー需要の増加と供給力の問題、エネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量

増加に起因する地球温暖化問題を解決し、経済成長を継続するためには、エネルギーを効率的

に使用することによって、より少ないエネルギーで社会的・経済的な効果をあげる省エネルギ

ーの推進が求められています。 
特に、我が国は化石燃料のほとんどを輸入に依存していることからも、省エネルギーによっ

てエネルギー使用量を削減することが必要となっています。 
 

 
図 2-1-1 トリレンマの構造 

 

第２章 省エネルギー対策の目的と背景 

※財団法人エネルギー総合工学研究所ＨＰ
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2-2. エネルギー消費動向 

2-2-1. 世界のエネルギー消費動向 

2006 年の世界のエネルギー需要は 117.3 億トン（石油換算）であり、1990 年に比べて約 34％

増加しています。2030 年の見通しは 170 億トン（石油換算）であり、2006 年の約 45％増加を

見込んでいます。この増加の約半分はアジアによるものとされており、中国やインドなどの新

興国では、今後の経済成長に伴い石油や石炭、天然ガスといった化石燃料の需要がますます大

きくなると予想されています。 

世界のエネルギー供給可能量（可採年数）は、現在の消費ペースを前提として、石油 42年、

石炭 133 年分、天然ガス 60年と見込まれています。今後、新たな油田や鉱山の発見の可能性も

ありますが、いずれにせよ有限な資源です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-2-1 世界の地域別・燃料別エネルギー需要 

 

 

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2009」
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2-2-2. 日本のエネルギー消費動向 

日本では供給されるエネルギーの約 96％を海外から輸入しています。このエネルギーのうち

約 47％は石油が占めており、1973 年の 77％をピークとしてその割合は低下してきているもの

の、依然として最大のシェアを有しています。運輸部門を中心に石油への依存度がほぼ 100％

の分野もあり、石油の用途は他のエネルギー資源に比べて広い範囲に浸透しており、石油は私

たちの暮らしや社会に必要不可欠な資源となっています。 

日本のエネルギー消費は、増加の傾向を辿っています。産業部門ではオイルショック以降の

消費量は概ね横這いですが、民生部門・運輸部門は大幅に増加して 1973 年の 2倍以上となって

います。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2009」 

図 2-2-2 一次エネルギー総供給の構成 

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2009」 
図 2-2-3 日本の最終エネルギー消費とGDPの推移
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2-3. 地球温暖化対策 

2-3-1. 地球温暖化とは 

地表による太陽エネルギーの吸収と地球からのエネルギーの放出によって、地球の平均気温

は約 15℃に保たれています。大気中の成分のうち、二酸化炭素やメタン・一酸化二窒素・フロ

ンなどは温室効果ガスと呼ばれており、太陽の熱は地表に通すが、熱が大気圏に放出するのを

妨げ、あたかも温室におけるガラスの役割を果たしています。 

ところが、産業革命以降の社会・経済活動の拡大に伴って石油などの化石燃料を大量に使う

ようになったことから、二酸化炭素などの排出量が急激に増加しました。大気中の二酸化炭素

濃度に着目すると、産業革命が始まったころは 280ppm でしたが、現在は約 1.4 倍の 380ppm に

上昇しています。 

このように、大気中の温室効果ガス濃度が増え、より一層熱を地球から放出しなくなった結

果、地球の平均気温が上昇するようになりました。この現象を地球温暖化といいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 2-3-2 二酸化炭素濃度安定化のイメージ 
 

図 2-3-1 温暖化のメカニズム 

出典：札幌市ホームページ

 

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」 
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2-3-2. 地球温暖化の影響 

地球温暖化に関する研究を実施している「気候変動に関する政府間パネル（IPCC：

Intergovermental Panel Climate Change）」が 2007 年に公表した「第 4次評価報告書」による

と、過去 100 年間に世界の平均気温は 0.74℃上昇しました。 

一方、約 2 万年前の最終氷期極大期には現在より気温が 5℃程度低く、その後約 1 万年かけ

てほぼ現在の気温まで上昇したと言われています。これは、100 年あたりに 0.05℃の気温が上

昇したことに相当します。 

これと比較すると、過去 100 年間の世界平均気温上昇 0.74℃がいかに急激で異常な変化であ

ることがわかり、生態系や人の健康、農業、社会基盤に多大な影響を及ぼすことが予想されま

す。 

 
表 2-3-1 地球温暖化の健康への影響 

 温暖化による環境影響 人への健康への影響 

暑熱、熱波の増加 
熱中症、死亡率の増加（循環器系、

呼吸器系疾患） 直接的影響 

異常気象の頻度・強度の変化 障害、死亡の増加 

媒体動物等の生息域・活動の拡大 
動物媒体性感染症（マラリア、テン

グ熱など）の増加 

水、食物を介する伝染性媒体の拡大 下痢や他の感染症の増加 

海面上昇による人口移動や社会イン

フラ被害 
障害や各種感染症リスクの増加 

間接的影響 

大気汚染との複合影響 喘息、アレルギー疾患の増加 

※IPCC 第 3次評価報告書より作成 

 
表 2-3-2 地球温暖化の今後の見通し 

 将来予測 

温室効果ガスの増加 ○21 世紀末の二酸化炭素濃度は工業化前の約 1.8 倍～4.5 倍（約 490ppm～1260ppm）

降水量 
○極端な高温、熱波、大雨の頻度は引き続き増加 

○降水量は、高緯度地域で増加する一方、ほとんどの亜熱帯陸域においては減少 

海面上昇 

○21 世紀末の平均海面水温上昇は 18cm～59cm 

・環境と経済の両立社会シナリオ：18cm～38cm 

・経済成長社会シナリオ：26cm～59cm 

その他 

○熱帯の海面水温の上昇に伴い、熱帯低気圧の強度は強まり、最大風速や降水強度

は増加 

○北極の晩夏における海氷は 21世紀後半までにほぼ完全に消失する 

○大気中の二酸化炭素濃度の上昇により、海洋の酸性化が進行 

※IPCC 第 4次評価報告書より作成 
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2-3-3. 温室効果ガス排出状況 

(1) 日本における排出状況 

2007 年度の温室効果ガスの総排出量（各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じて合

算したもの、ただし CO2吸収は除く）は 13 億 7,400 万トン（CO2換算）であり、京都議定書の

規定による基準年（CO2、CH4、N2O は 1990 年、HFCS、PFCS、SF6は 1995 年）の総排出量と比べる

と 8.9％上回りました。また、前年度と比べると 2.4％の増加となっています。 

部門別の二酸化炭素排出量は、産業部門の占める割合が 36.1％と最も大きく、次いで運輸部

門 19.1％、民生（業務）部門 18.1％、民生（家庭）部門 13.8％となっています。2007 年と 1990

年の排出量を比べると、産業部門と工業プロセス部門は減少しているものの、それ以外の部門

は増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3-3 日本の温室効果ガス排出量の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3-4 日本における部門別二酸化炭素排出量の推移 
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(2) 北海道における排出状況 

2006 年度の北海道における温室効果ガス排出量は 7,156 万トン（CO2換算）であり、基準年

度（1990 年度）に比べて 11.8％の増加となっています。この排出量から森林吸収分を除いた差

引排出量は 6,292 万トン（CO2換算）であり、基準年度に比べて 1.7％の減少となっています。

北海道が 2000 年に策定した「北海道地球温暖化防止計画」においては、目標年度である 2010

年度において基準年度比 9.2％減少（5,810 万トン（CO2換算））を目標としており、2006 年度

時点において 7.5％の乖離があります。 

温室効果ガス排出量を 1人あたりに換算すると、積雪寒冷地に伴う冬期の燃料使用等に起因

して、北海道は 12.8 トン CO2/人と全国の 10.5 トン CO2/人の約 1.2 倍になっています。 

部門別の二酸化炭素排出量は、産業部門からの排出量が最も多くなっています。全国の構成

比と比較すると、民生（家庭）部門、運輸部門の割合が高く、一方で、産業部門、民生（業務）

部門の割合が低くなっています。 

 

 
 

図 2-3-5 北海道と全国の部門別二酸化炭素排出量 

 

出典：北海道庁ホームページ 
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2-3-4. 地球温暖化対策 

(1) 国際的な取り組み 

1992 年の「地球サミット」（リオデジャネイロ）において「気候変動枠組条約（気候変動に

関する国際連合枠組条約）」が採択されました。この条約の目的は「気候系に対して危険な人為

的干渉を及ぼすことにならないレベルに大気中の温室効果ガス濃度を安定化されること」とさ

れ、1994 年に発効しました。 

この気候変動枠組条約の具体的な取り組みを議論する場として、1995 年に「第 1回締約国会

議（COP1）」（ベルリン）が開催されました。1997年に京都で開催された「第3回締約国会議（COP3）」

では、気候変動枠組条約の究極的な目的を達成するための長期的・継続的な排出削減の第一歩

として、先進国における温室効果ガス削減に関して法的拘束力をもって約束する「京都議定書」

が採択されました。 

京都議定書が発効した 2005 年のカナダモントリオールでの「第 11回締約国会議（COP11）」、

「第 1回京都議定書締約国会合（COP/MOP1）」では、将来の目標に関する議論が開始され、2013

年以降の目標に関する検討の準備をすること、そして長期的な気候変動問題に関する議論の場

を設置することが決められました。2007 年のインドネシアバリ島での「第 13 回締約国会議

（COP13）」、「第 3回京都議定書締約国会合（COP/MOP3）」では、枠組条約の下に新たにアドホッ

ク・ワーキング・グループ（AWG）を設置し、2013 年以降の枠組を 2009 年までに合意を得て採

択することなどに合意しました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3-6 京都議定書の概要 
 

出典：国立環境研究所ホームページ 
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(2) 日本の取り組み 

1990 年に、地球温暖化対策を計画的・総合的に推進していくための政府方針と今後取り組む

べき対策の全体像を明確にした「地球温暖化防止行動計画」が策定されました。 

1997 年に京都で開催された「第 3 回締約国会議（COP3）」を受け、同年に「地球温暖化対策

推進本部」を内閣に設置し、翌年の 1998 年に京都議定書の目標年次に向けて緊急に実施すべき

対策を掲げた「地球温暖化対策推進大綱」を閣議決定しました。また同年、国・地方公共団体・

事業者・国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みとして「地球温暖化対策

推進法（地球温暖化対策の推進に関する法律）」を策定しました。 

その後、2002 年に地球温暖化対策推進大綱の改定及び地球温暖化対策推進基本法の改正によ

り国内体制を整え、京都議定書を批准しました。 

2005 年に京都議定書が発効となり、その削減目標の着実な達成に向け、同年「地球温暖化対

策推進大綱」を引き継ぐ「京都議定書目標達成計画」を閣議決定しました。そしてこの達成計

画は、2008 年に改定されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3-7 改訂京都議定書目標達成計画の概要 
出典：環境省ホームページ 
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(3) 北海道の取り組み 

北海道では、国の地球温暖化防止行動計画を踏まえ、1996 年に地球環境に配慮した行動メニ

ューを広く紹介し、道自らが実践するとともに道民や事業者の自主的な取り組みを促すことを

目的とした「北海道地球環境保全行動指針－アジェンダ 21北海道－」を策定しました。また同

年、地球環境問題を含む今日の環境問題に適切に対応していくための基本理念や行政・道民・

事業者の責務、施策の基本方針など道の環境政策の枠組みを示す「北海道環境基本条例」を制

定しました。 

1998 年には、北海道環境基本条例に基づき、よりよい環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会

を形成していくための基本的な計画として、「北海道環境基本計画」を策定しました。 

1999 年には、(財)北海道環境財団を温暖化対策推進法に基づく「北海道地球温暖化防止活動

推進センター」として全国で初めて指定し、道民・事業者への普及啓発活動の支援を進めるこ

ととしました。 

2000 年には、北海道環境基本計画の重点施策である温暖化対策を総合的・計画的に推進する

ことにより、道内において人為的に排出される温室効果ガスの排出量の削減を図ることを目指

して「北海道地球温暖化防止計画」を策定しました。 

2001 年には、積雪寒冷地による冬季の暖房用エネルギー消費が大きく石油依存度が全国平均

を上回っている北海道の地域事情を踏まえて「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」

を施行し、省エネルギーや新エネルギーの開発・導入を促進する施策を総合的・計画的に推進

することとしました。そして翌年の 2002 年、この条例に基づき「北海道省エネルギー・新エネ

ルギー促進行動計画」を策定しました。 

2009 年 3月には、2008 年の北海道サミットを契機として、環境に調和した持続可能な発展を

可能とする社会の実現を目指し、地球温暖化防止に積極的に貢献する観点から「北海道地球温

暖化防止対策条例」が交付されました。 
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図 2-3-8 北海道地球温暖化防止対策条例の概要 

 

出典：道庁ホームページ
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2-4. 省エネルギー対策 

2-4-1. 省エネ法 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」は、石油危機を契機として、①我が

国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保と、②工場・

建築物・機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を

講ずることを目的に 1979 年に制定されました。その後、内外のエネルギー情勢の変化などに合

わせて計 5回の法律改正が行なわれ現在に至っています。なお、5回目の改正は平成 20年 5月

に行われました。 

 

 

 

図 2-4-1 省エネ法改正の概要（平成 20年 5月） 

 

出典：資源エネルギー庁ホームページ
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2-4-2. トップランナー制度 

民生・運輸部門の省エネルギーを図る上で、機械器具（自動車、家電等の機器）のエネルギ

ー消費効率の向上は極めて有効な手段です。 

京都議定書の締結により地球温暖化ガスの削減目標が定められ、その主要な対策として省エ

ネルギー対策の強化が打ち出されたことから、1999年4月に省エネ法を改正し、民生・運輸部門

の省エネルギーの主要な対策の1つとして、機器のエネルギー消費効率基準の策定方法にトップ

ランナー方式が導入されました。 

トップランナー基準とは、エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定するものの省エネル

ギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能

が優れている機器の性能以上に設定するというものです。トップランナー対象機器は、2006年9

月現在21品目が対象となっています。 

 

※トップランナー対象機器 

乗用自動車、貨物自動車、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジ、 

蛍光灯器具、電気便座、テレビ、ビデオテープレコーダー、DVD レコーダー、電子計算機、 

磁気ディスク装置、複写機、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、 

自動販売機、変圧器 

 
表 2-4-1 トップランナー制度による省エネ効果 

機器名 
エネルギー消費効率の改善

（実績） 

エネルギー消費効率の改善 

（見込み） 

テレビジョン受信機 

（ブラウン管テレビ） 

25.7％ 

（1997→2003 年度） 
16.4％ 

ビデオテープレコーダー 
73.6％ 

（1997→2003 年度） 
58.7％ 

エアコンディショナー※ 

（ルームエアコン） 

67.8％ 

（1997→2004 冷凍年度） 
66.1％ 

電気冷蔵庫 
55.2％ 

（1998→2004 年度） 
30.5％ 

電気冷凍庫 
29.6％ 

（1998→2004 年度） 
22.9％ 

ガソリン乗用自動車※ 
22.8％ 

（1995→2005 年度） 

22.8％ 

（1995→2010 年度） 

ディーゼル貨物自動車※ 
21.7％ 

（1995→2005 年度） 
6.5％ 

自動販売機 
37.3％ 

（2000→2005 年度） 
33.9％ 

電子計算機 
99.1％ 

（1997→2005 年度） 
83.0％ 

磁気ディスク装置 
98.2％ 

（1997→2005 年度） 
78.0％ 

蛍光灯器具※ 
35.6％ 

（1997→2005 年度） 
16.6％ 

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2009」 

※を付した機器については省エネ基準が単位あたりのエネルギー消費効率で定められており、

※を付していない機器についてはエネルギー消費量と定められている。 
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2-4-3. 省エネルギーに関わる制度 

(1) 省エネルギーラベリング制度 

製造事業者等の努力によりトップランナー基準が達成された高効率の機器の普及をより促進

させるためには、消費者に対する情報提供が重要です。このため、省エネルギー基準の達成度

合を示すシンボルマーク、省エネルギー基準の達成率、エネルギー消費効率、目標年度の4項目

を表示内容とする「省エネルギーラベル」が考案され、2000年8月にJIS規格として制定され、

省エネルギーラベリング制度が開始されました。開始当初の2000年には5品目が対象でしたが、

2007年12月現在16品目が対象となっています。 

 

※省エネルギーラベリング制度対象製品 

エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、蛍光灯器具、電気便座、ガス調理機器、ガス温水機器、 

石油温水機器、電子計算機、磁気ディスク装置、ストーブ、電子レンジ、ジャー炊飯器、 

DVD レコーダー、変圧器 

 

 

図 2-4-2 省エネルギーラベリング制度の表示例 

 
(2) 統一省エネラベル 

消費者との直接の接点である小売事業者の担う役割の重要性から、2006 年 4月に施行された

改正省エネ法において、小売事業者の情報提供に係る努力義務が規定されました。小売事業者

は、店頭陳列製品に対し多段階評価(当該製品の省エネ性が市場に供給されている機器の中でど

こに位置づけられるかを 5段階の星印で評価)や、電気料金等の表示が盛り込まれた「統一省エ

ネラベル」を用いて情報提供を行うこと等が規定されました。統一省エネラベルは、機器単体

のエネルギー消費量が大きく、省エネ性能のばらつきが大きい、エアコン・冷蔵庫・テレビに

ついて 2006 年 10 月より開始されました。 

 

出典：財団法人省エネルギーセンターホームページ 
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図 2-4-3 統一省エネラベルの表示例 

 
(3) 省エネルギー型製品普及推進優良店制度 

省エネルギー型製品の普及をより促進させるためには、製造事業者等と消費者の接点となる

小売事業者への対策が重要であることから、「省エネルギー型製品販売事業者評価制度」が創

設されました。この制度では、家電販売店の店舗単位で公募を行い、積極的に情報提供や販売

促進を行っている店舗を「省エネ型製品普及促進優良店」として選定し、結果を公表します。

さらに、特に優秀な店舗に対しては表彰を行います。選定・表彰結果は新聞等の各種媒体によ

り消費者への周知が図られるほか、選定・表彰された優良店は「省エネ型製品普及推進優良店

ロゴマーク」を使用できるようになります。 

 

 
 

図 2-4-4 省エネ型製品普及推進優良店ロゴマーク 

 

出典：財団法人省エネルギーセンターホームページ 

出典：財団法人省エネルギーセンターホームページ 
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2-4-4. 省エネルギー技術戦略 2008 

我が国のエネルギー安全保障の確立のため、新・国家エネルギー戦略が策定されました。新・

国家エネルギー戦略では、30％以上の最終エネルギー消費効率を改善していくための方策の大

きな柱として、長期的視点に立った省エネルギー技術戦略を策定し、省エネルギー技術開発や

支援の重点化を行うことが示されました。 

省エネルギー技術戦略は、2030 年に向けてエネルギー使用合理化技術を日本の国際社会にお

ける産業競争力の源泉とし、資源制約・環境制約を乗り越え、尊敬される世界一の省エネ国家

の実現を目指すことを掲げ、産官学や異なる事業分野、メーカーとユーザーなど様々な主体間

での連携を促すことで革新的な技術開発を推進するとともに、今後想定される社会的経済的ニ

ーズに対応し、目指すべき技術開発のステージを広く関係者間で共有していくことを狙って策

定されました。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-5 省エネルギー技術戦略「全体技術マップ」 

 

出典：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ホームページ
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第3章  

 
3-1. アンケート調査の概要 

上富良野町の町民及び事業所を対象にして、エネルギー使用状況、省エネルギー対策につい

ての取り組み状況や関心度・要望、環境問題に対する取り組み意識などに関するアンケート調

査を実施しました。 

 

3-1-1. アンケートの回収状況 

町民への調査は、町内世帯から無作為に 500世帯を抽出して、アンケート調査票の送付を行

いました。回収数は 200 世帯であり、回収率は 40％でした。 

事業所への調査は、町内事業所から無作為に 100 事業所を抽出して、アンケート調査票の送

付を行いました。回収数は 38事業所であり、回収率は 38％でした。 

 
表 3-1-1 アンケート調査概要 

調査対象 
上富良野町の町民 

上富良野町の事業所 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

調査実施時期 平成 21年 9月 

調査対象 
（町民） 500 世帯 

（事業所）100事業所 

回収数 
（町民） 200 世帯 

（事業所）38事業所 

回収率 
（町民） 40％ 

（事業所）38％ 

 
 

第３章 省エネルギーに関する町民・事業者意識調査 



3-2 

3-1-2. 町民意識調査のまとめ 

○積雪寒冷地という地域を反映して冬期の光熱費が大きくなっています。1 ヵ月あたりの光

熱費は、春～秋期にかけては概ね 8,000～12,000 円以下ですが、冬期にはその額は大きく

なり、特に灯油については 20,000 円を超えている世帯が有効回答数の約 42％あり、有効

回答数の約 3/4が 12,000～16,000 円以上となっています。 

○1 ヵ月あたりの自動車燃料費は、8,000～12,000 円が有効回答数の約 27％で最も多く、そ

の前後の額が続いていますが、北海道という広大な土地を背景とした車社会に起因して

20,000 円を超えている世帯も有効回答数の約 11％となっています。 

○昨年の原油高騰の影響を受けて、あるいは地球温暖化問題に代表される環境影響を考慮し

て、自動車買い替え時に低燃費車を購入すると回答した世帯が有効回答数の約 21％あり、

これに購入時に検討するとした世帯の約 53％を加えると、約 3/4が購入に前向きとなって

います。 

○省エネルギーへの取り組み状況は次のようになっており、今後の取り組みに前向きな項目

も多くあります。 

多くの世帯で取り組まれている項目 

・こまめな照明のオンオフ 約 91％の世帯 

・洗濯はまとめてする   約 89％の世帯 

多くの世帯で今後取り組みたい項目 

・省エネタイプの家電製品の購入       約 41％の世帯 

・電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ   約 39％の世帯 

・電気製品未使用時はコンセントを抜く    約 39％の世帯 

・冷蔵庫の温度調整・ものを詰め込みすぎない 約 34％の世帯 

多くの世帯で取り組みが難しい項目 

・外出時に車の使用を控える  約 33％ 

・暖房・冷房の適切な温度設定 約 16％ 

○地球温暖化への関心は高く、新聞やテレビを主な情報源として、有効回答数の約 95％の世

帯で関心ある･ある程度関心あると回答しています。 

○このように関心は高いものの、実践行動に向けては、経済面、具体的な実践方法や効果が

わからないなど情報不足を課題に挙げている世帯が多くあります。 

○このため、資金援助や情報提供を上富良野町に要望する世帯が多くなっています。 
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3-1-3. 事業者意識調査のまとめ 

○年間光熱費は事業所によりまちまちですが、1,000 万円を超えているのが 4 事業所あり、

そのうち 3事業所は製造業となっています。使用燃焼は、暖房は灯油、冷房・照明・動力

は電気、給湯は LPGを使用している事業所が多くなっています。 

○省エネルギーへの取り組み状況は次のようになっており、既に実施しているもので効果が

上がっているものが多くあります。 

多くの事業所で取り組まれている項目 

・節電の心がけ      約 68％の事業所 （約 50％） 

・冷暖房の適切な温度設定 約 47％の事業所 （約 61％） 

・車両整備の徹底   約 47％の事業所 （約 53％） 

・エコドライブの実施 約 24％の事業所 （約 75％） 

・廃棄物の適正処理        約 58％の事業所 （約 39％） 

・給湯・給水の節水        約 50％の事業所 （約 65％） 

・ごみ発生抑制・リサイクルの推進 約 45％の事業所 （約 71％） 

・再生品・エコマーク商品の選択  約 37％の事業所 （約 58％） 

・紙の使用抑制          約 32％の事業所 （約 73％） 

※（ ）内は取り組んでいる事業所のうち、効果があったと回答した事業所の割合 

多くの事業所で今後取り組みたい項目 

・省エネルギー型機器･商品の購入 約 18％ 

・低燃費車の導入         約 16％ 

・紙の使用抑制          約 16％ 

・環境保全に関する社内研修    約 16％ 

○地球温暖化への関心は高く、新聞やテレビを主な情報源として、有効回答数の約 97％の事

業所が関心ある･ある程度関心あると回答しています。 

○このように関心は高いものの、実践行動に向けては、経済面、具体的な方法や技術に関す

る知識・情報不足などを課題に挙げている事業所が多くあります。 

○このため、公的助成や情報提供を上富良野町に要望する事業所が多くなっています。また、

公共施設における率先的行動の実施を要望する事業所も多くあります。 
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3-2. 町民意識調査の結果 

3-2-1. 回答者概要 

回答された方の年代は 40代～60代が多く、全体の約 65％となっています。60代を除いた年

代においては、男性の回答が多くなっています。世帯人数は 1～7人であり、中でも 2人世帯が

最も多く約 36％となっています。住居形態は戸建住宅が多く、全体の約 85％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-1 回答者概要 

 
3-2-2. エネルギー使用状況 

(1) 暖房用・給湯用使用燃料 

暖房用燃料・給湯用燃料は、いずれも灯油を使用している世帯が多くなっており、次いで電

気・プロパンガスとなっています。 

「その他」では、暖房用として薪を使用している回答が多く、地中熱を使用しているとの回

答が 1世帯あります。給湯用では、外気熱を利用したヒートポンプとの回答が 1世帯あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-2 暖房用・給湯用使用燃料 
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回答数
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137
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2
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暖房用

給湯用

回答数

灯油 電気 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ その他

※複数回答あり
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(2) 融雪機の設置状況 

融雪機を設置している世帯は 16世帯であり、うち 15世帯が灯油を熱源としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-3 融雪機の設置状況 

 
(3) １ヵ月あたりの光熱費 

上富良野町は積雪寒冷地であることから、冬期の光熱費が多くなっています。 

春～秋期にかけては、1 ヶ月あたりの光熱費はほとんどの世帯が 8,000～12,000 円となって

います。しかし、冬期にはその額は大きく増え、20,000 円を超える世帯も多くあり、特に灯油

代については 1/3の世帯が 20,000 円を超えています。 

春～秋期にかけて光熱費が 20,000 円を超えている世帯は、戸建住宅で住まいの面積が広い世

帯となっていますが、冬期については特にこのような傾向は見られませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-4 １ヵ月あたりの光熱費（春～秋） 
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灯油 電気 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ
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図 3-2-5 １ヵ月あたりの光熱費（冬） 

 
(4) 自動車燃料費 

自動車保有台数は、1 世帯あたり 1 台あるいは 2 台が多くなっています。ハイブリッド車を

保有している世帯も全体で 17世帯あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-6 自動車保有台数 

 
自動車燃料費は、１ヵ月あたり 8,000～12,000 円が多く、全体の約 1/4 となっています。次

いで 4,000～8,000 円、12,000～16,000 円が多くなっていますが、20,000 円を超えている世帯

も 23世帯あります。 

自動車燃料費と自動車保有台数、世帯構成などとの関係は特に見られませんでした。 
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図 3-2-7 1 ヵ月あたりの自動車燃料費 

 
(5) 低燃費車購入意向 

自動車買い替え時における低燃費車導入意向については、購入時に検討するとの回答が全体

の半数を超えて最も多くなっています。特に考えていないとの回答も多くありますが、より一

層の啓発や補助金の動向によっては、購入への移行が進む可能性があると考えます。 
「その他」では、既に購入済みなどの回答がありました。 
自動車燃料費と購入意向についての関係は特に見られませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-8 低燃費車購入意向 
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3-2-3. 省エネルギーへの取り組み 

財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大辞典に示されている 25項目について、取り

組み状況や意向を調査しました。 

こまめな照明のオンオフ、洗濯のまとめ洗いは、既に多くの世帯で取り組まれています。 

今後取り組みたい項目としては、冷蔵庫の温度調整・物を詰め込みすぎない、電子レンジを

使用した煮物の下ごしらえ、電気製品未使用時はコンセントを抜く、省エネタイプの家電製品

の購入などが多くの世帯から挙げられました。 

取り組みが難しい項目としては、外出時の車使用を控えるが多く挙げられており、北海道と

いう地域性が現れています。また、暖房・冷房の適切な温度設定も既に取り組まれている・今

後取り組みたいという世帯も多くある一方、取り組みが難しいとしている人も他の項目と比較

すると多くありました。 

これら回答と年代、世帯構成、住居形態などの関係は特に見られませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-2-9 省エネルギーへの取り組み 
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3-2-4. 地球温暖化問題への関心  

(1) 地球温暖化問題への関心ほか 

地球温暖化への関心は高く、関心がある、ある程度関心がある方が多数を占めており、ほと

んどの方が、地球温暖化問題の主な原因が化石燃料の消費に伴う二酸化炭素に起因することを

知っています。その情報源は、主にテレビや新聞となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-10 地球温暖化問題への関心 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-11 地球温暖化問題の原因の理解 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-12 地球温暖化問題の情報源 
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(2) 地球温暖化問題に向けた主な自由意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2-5. 省エネ対策・地球温暖化対策における問題点、町への要望 

(1) 省エネ対策・地球温暖化対策おける問題点 

前記のように地球温暖化問題への関心は高いものの、その対策実行に向けては、経済的に難

しいという回答が多くあります。また、具体的な方法がわからない、効果がわからないといっ

た情報が少ないという回答も多くあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-13 省エネ対策・地球温暖化対策における問題点 
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(2) 上富良野町への要望 

前記の問題点を反映し、省エネ・新エネ機器購入時の資金支援、温暖化・省エネ・新エネの

情報提供を要望する回答が多くあります。 
その他の要望として、省エネ先進家庭の選定・情報提供、公共交通機関の充実、省エネ効果

の定量化などがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2-14 上富良野町への要望 
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3-3. 事業者意識調査の結果 

3-3-1. 回答事業者概要 

(1) 業種ほか 

回答事業所の業種としては、卸売・小売業が多く、次いで製造業、サービス業、建設業が多

くなっています。事業所施設の用途としては、事務所が多くなっています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-1 回答事業所の業種 

 
(2) 保有車両台数 

保有車両台数は、1台から 3台である事業所が多くを占めています。LPG 車を保有しているの

はタクシー会社であり、ガソリン車 10台及び軽油車 8台を保有しているのはクリーニング会社

となっています。 

 
表 3-3-1 保有車両台数 

 
 
 
 
 
 

※ガソリン車と軽油車を保有しているなどの複数回答あり 

 

事業所数
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運輸業（ﾄﾗｯｸ事業）
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サービス業

その他

車両台数 事業所数 車両台数 事業所数 車両台数 事業所数 車両台数 事業所数

1台 13 1台 11 2台 1 1台 2

2台 12 2台 7 5台 1

3台 2 3台 5 7台 1

4台 1 5台 1

5台 2 6台 1

6台 2 8台 1

10台 1

ガソリン車 軽油車 ＬＧＰ車 低燃費車
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3-3-2. エネルギー使用状況 

(1) 用途別の使用燃料 

暖房は灯油、冷房・照明・動力は電気、給湯は LPGを使用している事業所が多くなっていま

す。 

「その他」については、具体的な記載がありませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-2 用途別使用燃料 

 
(2) 年間の光熱費 

電気・灯油・LPGを合わせた年間の光熱費は、50～100 万円が最も多くなっていますが、ばら

ついています。 

光熱費合計が 500万円を超えている 5事業所について見ると、上位3事業所は製造業が占め

ています。飲食店・宿泊業の事業所では灯油の使用が多くなっていますが、それ以外のサービ

ス業、製造業の 4事業所では電気の使用が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-3-3 年間の光熱費 
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図 3-3-4 光熱費が多い事業所の使用燃料 

 
3-3-3. 地球温暖化問題への関心  

地球温暖化への関心は高く、関心がある、ある程度関心がある事業所が多数を占めており、

回答した全事業所が、地球温暖化問題の主な原因が化石燃料の消費に伴う二酸化炭素に起因す

ることを知っています。その情報源は、主にテレビや新聞となっています。 

これは、住民への意識調査結果と同様の結果となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-5 地球温暖化問題への関心 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-6 地球温暖化問題の原因の理解 
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図 3-3-7 地球温暖化問題の情報源 

 

3-3-4. 省エネルギー・地球温暖化対策への取り組み 

取り組みを実施している項目として多かったのは、施設の省エネルギー化では、節電の心が

け、冷暖房の適切な温度設定であり、自動車の省エネルギー化では、車両整備の徹底、エコド

ライブの実施でした。省資源化に関わる 5項目については、すべてにわたり多くの事業所で実

施されています。 

これらの実施による効果としては、効果があったとの回答が多くありましたが、節電の心が

け、廃棄物の適正処理については、効果がわからないとの回答も多くありました。 

今後取り組んで見たい項目として多かったのは、省エネルギー型機器・商品の購入、低燃費

車の導入、紙の使用抑制、環境保全に関する社内研修でした。 

これら回答と事業所の業種、年間の光熱費などとの関係は特に見られませんでした。 
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4.節電の心がけ

5.環境負荷の少ない燃料の使用

6.省エネルギー型機器･商品の導入

7.太陽光発電の利用

8.太陽熱･雪冷熱･排熱等の利用

9.コージェネレーション等の導入

10.低燃費車の導入

11.エコドライブの実施

12.車両整備の徹底

13.公共交通機関の利用

14.物流の効率化･合理化

15.再生品･エコマーク商品の選択

16.給湯･給水の節水

17.ごみ発生抑制･リサイクル推進

18.廃棄物の適正処理

19.紙の使用抑制

20.環境保全に関する社内研修

21.環境保全に関する社外研修参加

22.関係団体との環境保全情報の共有

23.ISO14001等の環境システムの導入

24.環境部署の設置･人員補強

事業所数

実施していない 今後取り組んでみたい 実施している

 
図 3-3-8 省エネルギー・地球温暖化対策への取り組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-9 取り組み実施の効果 
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3-3-5. 省エネ対策・地球温暖化対策における問題点、町への要望 

(1) 省エネ対策・地球温暖化対策おける問題点 

前記のように地球温暖化問題への関心は高いものの、その対策実行に向けては、資金調達が

困難という回答が多くあります。また、エネルギー管理の方法・技術の知識・情報不足、具体

的な改善策がわからない、管理者・技術者不足といった情報不足・人員不足を挙げる回答や、

設備投資に対する回収期間が長いという回答が多くあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-10 省エネ対策・地球温暖化対策における問題点 
 
(2) 上富良野町への要望 

前記の問題点を反映し、省エネ・新エネ設備に対する公的助成策、省エネ・新エネに関する

情報提供、設備の熱管理・電気管理手法に関する情報提供を要望する回答が多くあります。 

また、公共施設における率先的行動の実施を要望する回答もあります。 

その他の要望として、CO2排出権売買の実施、未整備森林整備のための補助などがあります。 

 
 

事業所数

14

8

2

6

8

18

9

2

4

6

2

4

0 5 10 15 20

1.エネルギー管理の方法･技術の知識･情報不足

2.具体的な改善策がわからない

3.相談先がわからない

4.技術的に困難

5.時間的な余裕がない

6.管理者･技術者が不足

7.資金調達が困難

8.設備投資に対する回収期間が長い

9.作業効率が低下･従業員の負担増加

10.省エネ･新エネ設備の設置場所がない

11.効果がわからない･期待できない

12.特に問題ない ※複数回答あり



3-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-11 上富良野町への要望 
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第4章  
 
 
4-1. エネルギー利用の現況 

4-1-1. エネルギー使用量 

本町における 2006年のエネルギー使用量は、1,470,738GJ となっています。これは、灯油換

算で約 4,000 万Ｌの使用量に相当します。（使用量算出方法は本章の末を参照） 

エネルギー使用量の推移をみると、1997 年までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少

傾向にあり、2006 年は 1990 年比で約 3.1％の増加、1997年比で約 32.4％の減少となっていま

す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-1 上富良野町におけるエネルギー使用量の推移 

 
4-1-2. 1 人あたりのエネルギー使用量 

2006 年の 1人あたりのエネルギー使用量は、119,864MJ/人となっています。これは、灯油換

算で 3,266Ｌの使用量に相当します。 

エネルギー使用量の推移をみると、1997 年までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少

傾向にあり、2006 年は 1990 年比で約 13.2％の増加、1997 年比で約 24.0％の減少となっていま

す。産業部門における製造業は、大きな増減を繰り返しながら推移しています。建設業・鉱業

は、減少傾向にあります。農林水産業は、ここ 3年微増していますが、総じて減少傾向にあり

ます。民生家庭部門は、1993 年以降はほぼ横這いで推移しています。民生業務部門は、2001

年までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少傾向に転じています。運輸部門は、2002 年

までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少傾向に転じています。 

2006 年の部門別使用量をみると、産業部門が 58,476MJ/人（48.8％）と約半分を占めて最も

多く、次いで民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門となっています。 

第 4 章 上富良野町のエネルギー使用実態 
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図 4-1-2 上富良野町における 1人あたりのエネルギー使用量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-3 1 人あたりのエネルギー使用量の増加率 
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図 4-1-4 エネルギー使用量の割合(1) 
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図 4-1-5 エネルギー使用量の割合(2) 
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4-2. エネルギー利用の将来見通し 

エネルギー使用量の将来推計は、国が公表している「2030 年のエネルギー需給展望」（平成

17年 3月、総合資源エネルギー調査会需給部会）におけるレファレンスケースをもとに将来推

計します。（使用量推計方法は本章の末を参照） 

2020 年における 1人あたりのエネルギー使用量は、129,987MJ/人と推計され、2006 年に比べ

て 7.8％増加することになります。2030 年における 1 人あたりのエネルギー使用量は、

138,531MJ/人と推計され、2006 年に比べて 13.5％増加することになります。 

エネルギー使用量でみると、将来的には減少する見通しであり、2006 年に比べて 2020 年は

3.4％の減少、2030 年は 9.2％の減少となります。 

部門別では、産業部門が現況と同様に多くなっています。1 人あたりのエネルギー使用量に

ついて 2006 年比の増加率をみると、2030 年において民生家庭部門が 25.2％、民生業務部門が

21.1％と高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-2-1 上富良野町における 1人あたりのエネルギー使用量の見通し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-2-2 上富良野町におけるエネルギー使用量の見通し 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1990年 2006年 2015年 2020年 2025年 2030年

１
人

あ
た

り
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

（
Ｍ

Ｊ/
人

）

運輸

業務

家庭

産業

129,987MJ/人 

灯油換算 3,542Ｌ

138,531MJ/人 

灯油換算 3,775Ｌ 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

1990年 2006年 2015年 2020年 2025年 2030年

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

（Ｇ
Ｊ）

運輸

業務

家庭

産業

2006 年比 

3.4％の減少 
2006 年比 

9.2％の減少 



4-4 

4-3. 二酸化炭素排出量の現況 

4-3-1. 二酸化炭素排出量 

本町における 2006年の二酸化炭素排出量は、87,689ｔ-CO2となっています（排出量算出方法

は本章の末を参照）。 

二酸化炭素排出量の推移をみると、1994 年から 1997 年にかけて急増しましたが、その後は

減少傾向に転じています。2006 年は 1990 年比で約 1.2％の増加、1997 年比で約 23.2％の減少

となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-3-1 上富良野町における二酸化炭素排出量の推移 

 
4-3-2. 1 人あたりの二酸化炭素排出量 

2006 年の 1人あたりの二酸化炭素排出量は、7.147t-CO2/人であり、1990 年比で 11.2％の増

加となっています。人口が減少していることに伴い、総排出量における増加率以上に 1人あた

りの排出量は増加しています。 

1990 年からの推移をみると、産業部門における製造業は、大きな増減を繰り返しながら推移

しており、2006 年は 1990 年比で 76.5％の増加となっています。建設業・鉱業は、減少傾向に

あり、1990 年比で 42.6％の減少となっています。農林水産業は、ここ 3年微増していますが、

総じて減少傾向にあり、1990 年比で 12.0％の減少となっています。民生家庭部門は、1995 年

から 1996 年にかけてそれまでと比較して大きく増加しましたが、それ以降はほぼ横這いで推移

しており、1990 年比で 15.4％の増加となっています。民生業務部門は、2001 年までは増加傾

向にありましたが、それ以降は減少傾向に転じ、1990 年比で 34.6％の減少となっています。運

輸部門は、2002 年までは増加傾向でそれ以降は減少傾向となっていますが、1990 年比で 64.4％

の増加となっています。 

2006 年の部門別排出量をみると、産業部門の製造業が 2.072ｔ-CO2（29.0％）と最も多く、

民生家庭部門、産業部門農林水産業、民生業務部門が続いています。 
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図 4-3-2 上富良野町における 1人あたりの二酸化炭素排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 4-3-3 1 人あたりの二酸化炭素排出量の増加率 
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4-4. 二酸化炭素排出量の将来見通し 

二酸化炭素排出量の将来推計は、国が公表している「2030 年のエネルギー需給展望」（平成

17年 3月、総合資源エネルギー調査会需給部会）におけるレファレンスケースをもとに将来推

計します。（排出量推計方法は本章の末を参照） 

2020 年における 1人あたりの二酸化炭素排出量は、7.669ｔ-CO2/人と推計され、基準年 1990

年に比べて 19.3％、2006 年に比べて 7.3％増加することになります。 

部門別では、産業部門が現況と同様に多くなっています。1990 年比の増加率をみると、運輸

部門が 72.0％と最も高く、次いで民生家庭部門 31.6％、産業部門 24.3％と続いています。民

生業務部門は、27.3％の減少となっています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1 1 人あたりの二酸化炭素排出量の見通し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-4-2 二酸化炭素排出量の見通し（参考） 
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現況のエネルギー使用量の現況・二酸化炭素排出量の算定方法 

 

北海道における毎年のエネルギー使用量（消費量）が「都道府県別エネルギー消費統計」

（経済産業省資源エネルギー庁）にまとめられています。また、この使用量に使用エネル

ギーに応じた二酸化炭素排出係数を乗じ、それを集計した北海道における毎年の二酸化炭

素排出量もまとめられています。 

二酸化炭素排出量の算出にあたっては、この統計データを用い、「地球温暖化対策地方

公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1版）」（平成 21 年 6月、環境省）

に示された方法にもとづき算出します。 

 

表 4-1 二酸化炭素現況排出量の算定方法 

部門 算定方法 

産業部門／ 

製造業 

①北海道の産業部門製造業の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」） 

②上富良野町の製造品出荷額（「北海道工業統計」） 

③北海道の製造品出荷額（「北海道工業統計」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

産業部門／ 

建設業・鉱業 

①北海道の産業部門建設業・鉱業の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」）

②上富良野町の建設業・鉱業従業者数（「国勢調査」） 

③北海道の建設業・鉱業従業者数（「国勢調査」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

産業部門／ 

農林水産業 

①北海道の産業部門農林水産業の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」）

②上富良野町の農業生産額（「北海道農林水産統計年報」） 

③北海道の農業生産額（「北海道農林水産統計年報」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

民生家庭部門 

①北海道の民生家庭部門の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」） 

②上富良野町の世帯数（「住民基本台帳（年度末値）」） 

③北海道の世帯数（「住民基本台帳（年度末値）」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

民生業務部門 

①北海道の民生業務部門の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」） 

②上富良野町の事業所従業者数（「北海道市町村勢要覧」） 

③上富良野町の事業所従業者数（「北海道市町村勢要覧」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

運輸 

①北海道の排出量(t-C)（「都道府県別エネルギー消費統計」） 

②上富良野町の自動車保有台数（「北海道自動車統計」） 

③北海道の自動車保有台数（「北海道自動車統計」） 

排出量＝①×②÷③×44/12 

 

エネルギー使用量の算出は、上記の二酸化炭素排出量算定方法に従い、二酸化炭素排出

量をエネルギー使用量に置き換えて算出します。 
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エネルギー使用量・二酸化炭素排出量の将来推計方法 

 

国が公表している「2030 年のエネルギー需給展望」（平成 17 年 3 月、総合資源エネル

ギー調査会需給部会）を参考に将来推計します。 

「2030 年のエネルギー需給展望」とは、国内外の経済社会動向の変化や将来の不確実

性を十分踏まえ、かつ京都議定書の削減約束についても視野に入れながら、2030 年頃の

我が国のエネルギー需給構造を取りまとめたもので、2010 年のエネルギー需給見通しに

ついても示しています。 

2010 年のエネルギー需給見通しについては、3つのケース（レファレンスケース、現行

対策推進ケース、追加対策ケース）ごとに見通しを立てています。 

 

※レファレンスケース： 現行の技術体系と既に実施済みの施策を前提とした上で、経済社会

や人口構造、マーケットや需要家の嗜好、民間ベースの取り組みが

今後ともこれまでの趨勢的変化で推移した場合の見通し 

※現行対策推進ケース： 現行の地球温暖化対策推進大綱に提示された対策を今後着実に講じ

た場合に実現が期待される見通し 

※追加対策ケース： 2010 年度時点において、追加対策を講じた場合に実現が期待されるエ

ネルギー起源CO2排出量見通し 

 

2030 年の長期エネルギー需給見通しについても、3つのケース（レファレンスケース、

エネルギー技術進展ケース、原子力ケース）ごとに長期の見通しを立てています。 

 

※レファレンスケース： （上記と同じ） 

※エネルギー技術進展ケース： レファレンスケースよりも省エネルギー、新エネルギー等が

大きく進展し、そのポテンシャルが最大限に発揮されるケー

ス 

※原子力ケース： レファレンスケースとの比較において原子力の導入量が変化するケース 

 

本計画では、各種ケーススタディを実施する際の基準となるケースであるレファレンス

ケースについて将来排出量の推計を行います。 

 

表 4-2 エネルギー最終消費量の見通し 
（原油換算百万 kL） 

2010 年度 2030 年度 
部門 1990 年度 2000 年度 

ﾚﾌｧﾚﾝｽｹｰｽ ﾚﾌｧﾚﾝｽｹｰｽ 

産業 172 195 190 188 

家庭  43  55  59  64 

業務  46  63  66  72 

運輸  83 101 105 101 

合計 344 414 420 425 

出典：2030 年のエネルギー需給展望 
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二酸化炭素の将来排出量は、現行の排出量（1人あたりの排出量）にレファレンスケー

スにおける国民 1人あたりのエネルギー最終消費量の伸び率を乗じて推計します。 

 

 ［１＋〔年平均伸び率×（予測年数－2006）〕］ＣＯ２将来排出量 ＝ 2006 年ＣＯ２排出量 ×
 

 

表 4-3 国民 1人あたりのエネルギー最終消費量の伸び率 

部門 
1990 年 

（kL/人） 
2000 年 

（kL/人） 

2010 年 
レファレン

ス 
（kL/人） 

2030 年 
レファレン

ス 
（kL/人） 

2000-2010 
年平均伸び率 

（％） 

2010-2030 
年平均伸び率

（％） 

産業 1.39 1.54 1.49 1.63 -0.32 0.47 

家庭 0.35 0.43 0.46 0.56  0.70 1.09 

業務 0.37 0.50 0.52 0.62  0.40 0.96 

運輸 0.67 0.80 0.83 0.88  0.37 0.30 

合計 2.78 3.27 3.30 3.69  0.09 0.59 

※2030 年のエネルギー需給展望をもとに作成 

※将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2006 年 12月）を使用 
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第5章  
 
 
上富良野町の地域特性に適した省エネルギー技術について、学会資料、ホームページ、展示

会情報等をもとに整理します。 
 
5-1. 建築本体（躯体）に係わる省エネルギー技術 

5-1-1. Low-E ガラス 

(1) 設備の概要 

ガラス表面に特殊なコーティング処理を施したガラスで、波長の短い太陽熱を透過させ、波

長の長い室内熱は透過しにくい特長があり、一般のガラスより断熱効果は高くなります。 

「Low-E」とは、Low Emisivity（低反射）の略語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ハシバテクノス㈱ホームページ 

図 5-1-1 Low-E ガラスの概念図 

 

第５章 省エネルギー技術の動向 
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5-1-2. 外断熱工法 

(1) 工法の概要 

一般的な建物で採用されている断熱工法は「内断熱」です。内断熱では、コンクリートの内

側に断熱材が設けられています。 

これに対し、「外断熱」とは、コンクリート外側に断熱材を施工する工法で、積雪寒冷地の

厳しい気象条件に対応する有効な建築技術の1つであり、北海道内の公共建築、一般住宅をは

じめ様々な用途の建物で数多くの採用事例があります。 

外断熱の特徴を表 5-1-1 に、外断熱の種類を図 5-1-2 に示します。 

 

表 5-1-1 外断熱の特徴 

外断熱の特徴 具体的な内容 

躯体の高耐久性 コンクリートなどの構造体を外部から断熱材で覆うことにより、

構造体は厳しい外部環境に晒されず、長寿命化が期待できます。

また、高断熱化が可能で、結露の発生が抑制されます。 

躯体の高蓄熱性 構造体が室内温度の蓄熱体となることから、外気温の変化に左右

されにくい一様な室内環境が得られます。結果として、熱エネル

ギーの有効利用が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：㈱アースリソースホームページ 

図 5-1-2 外断熱の種類 

 

 

 

乾式：繊維系の断熱材と外壁材の間に空気層を設ける外断熱工法。 

湿式：コンクリート面に直接発砲材を密着させ、外壁材で覆う外断熱工法。 

乾式図 湿式図 
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5-2. 機械設備に係る省エネルギー技術 

5-2-1. 地中熱ヒートポンプシステム 

(1) システムの概要 

地中熱ヒートポンプシステムは、直径 10ｃｍ程度、深さ 70ｍ～100ｍ程度の杭井を掘削して、

その中に樹脂系Ｕ字管等の熱交換器を設置し、ヒートポンプを介して年間を通して安定的に地

中熱と熱交換するシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖房時には地中から熱を汲み上げ、冷房時には地中に熱を逃がします 

出典：ゼネラルヒートポンプ㈱ホームページ 

図 5-2-1 地中熱ヒートポンプシステムの概要 

 

(2) 導入するメリット 

地中熱は外気温の影響を受けず、年間を通して安定しています。 
暖房の場合、熱交換を行う周囲温度は高いほど効率が良くなります。一般的に、電気エネル

ギー「１」で、地中熱からエネルギーを「２」汲み上げることができるので、暖房エネルギー

として「３」得ることができます。 
逆に、冷房の場合は周辺温度が低い方が有利になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：ゼネラルヒートポンプ㈱ホームページ 

図 5-2-2 地中温度と外気温（模式図） 
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5-2-2. 水熱源ヒートポンプシステム 

「水」を採熱源とするヒートポンプシステムです。 
採熱源である水の温度は高いほど熱効率が良くなります。一般的には、地下水や下水を利用

しますが、給湯排水等は温度が高く導入メリットが高くなるので、採用事例が多くなっていま

す。 
上富良野町には温泉施設があり、当該施設からの排湯は 35℃程度と予想します。水熱源ヒー

トポンプシステムの熱源として期待されます。 
 
5-2-3. 効率低下機器の交換（ボイラー等） 

暖房熱源であるボイラーの効率低下はメンテナンスである程度対応できますが、使用期間が

長くなると主要部品の交換などでメンテナンス費用が嵩みます。このため、暖房用ボイラーを

導入している全ての施設において劣化診断を行いながら、必要に応じて省エネルギー型のボイ

ラーに更新することが必要です。 

ボイラー効率は図 5-1-1 に示すとおり、排ガス温度により想定します。 

 

91 90 89 88 87 86 85 84 83

83 82 81 80

70

80

90

100

100 200 300 400 500
排ガス温度（℃）

ボ
イ

ラ
効

率

 
図 5-2-3 排ガス温度とボイラー効率 

 

 
図 5-2-4 ボイラー効率の概要 

 
 
 
 

ボイラー 

排ガスロス 

(9％) 

熱出力

（91％） 

排ガス温度 

200℃の場合 
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5-2-4. 熱回収型換気設備 

換気によって失われる熱エネルギーの一部を回収しながら空気の入れ換えを行えるのが「熱

回収型換気設備」です。導入可能な施設はさまざまで、例えば、小中学校（改築時）、地域コ

ミュニティセンターの各居室などがあります。 
この設備により、室内は常に快適な状態に保たれつつ、これまで換気によって失われていた

熱エネルギーが削減され、結果として光熱費の低減につながります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱電機㈱ホームページ 

図 5-2-5 熱回収型換気設備 概要図 

 

5-2-5. 室内温度分布の均一化 

 天井高さが高い玄関ホールや事務室は、暖気が天井の方に溜まるため、サーキュレーション

ファンを設置し上部の熱気を下方へ吹き降ろします。  
それにより室内の上部温度分布の改善を行い、暖房効率を高めて省エネルギー化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-6 室内温度分布の均一化 概要図 

 

熱交換部は直交流形プレートファン式全

熱交器の構造をしています。 

給気と排気の通路は仕切板で完全に分け

られていますので、給気と排気が混ざるこ

とがなく常に新鮮な空気を導入すること

ができます。 

 
 

執務室 

サーキュレーションファンの例
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5-2-6. 外気導入量の制御 

冬期間に換気を行う場合、外気の温度が低く、この空気を給気することでせっかく温まった

室内温度が低下してしまいます。有効な対策として、室内の二酸化炭素の濃度を測定し、換気

に必要な空気量を給気する方法があります。この方法により、室内温度の低下が抑制され、燃

料使用量を削減することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2-7 外気導入量の制御 概要図 

 
5-2-7. 空調機の凍結防止運転の省電力化 

施設によっては、既存の熱源水ポンプで空調機の凍結防止を行っていますが、一般的に熱源

水ポンプは施設の熱需要を見込んだ容量で設定されているためポンプの能力が大きく、その分

電気の使用量が多くなります。こうした施設の省エネルギー対策として、熱源水ポンプに小型

の循環ポンプを併設し、凍結防止用にこれを運転することが有効です。 
本町は積雪寒冷地であり、冬季の凍結が懸念される地域です。暖房熱源として温水ボイラー

を利用している施設が多数ありますので、省エネルギー診断を実施して空調機の凍結防止の状

況を確認することが必要と考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2-8 空調機の凍結防止運転の省電力化 概要図 

居室 

 在館人数が少ない時は、外気導入量を 
小さくして暖房用燃料使用量を削減する。

FMD 

CO2センサー 

 

 

空調機

(AHU)

H

C
F

 
空調機に凍結防止用 

電気ヒータを設置する 

H

C F

空調機

H

C F

空調機

H

C F

空調機

温水 

ボイラー 

凍結防止用 

循環ポンプ 

凍結防止用に 

小さなポンプを設置する 

空調用 

循環ポンプ 

(22kW(例)) 
P P 
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5-2-8. 節水器具の採用 

女子便所に擬音装置を設置し、節水による水道使用量の削減を図ります。 
 

 
出典：ＴＯＴＯ㈱ホームページ 

図 5-2-9 節水器具 概要図 
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5-3. 電気設備に係る省エネルギー技術 

5-3-1. 高効率照明器具 

 一般にインバータ蛍光灯と呼ばれる蛍光灯です。現在使用されている照明器具の安定器をイ

ンバータ対応安定器に交換するだけで使用できます。消費電力は、40W 級蛍光灯の場合、以下

のとおりであり、約 40％程度の省エネルギーにつながります。 

 
 
 
 
 
 
 
5-3-2. 電球型蛍光灯の採用（白熱灯を電球型蛍光灯に交換） 

従来の電球（白熱灯）を電球型蛍光灯に交換するだけで、消費電力を削減できます。消費電

力は、60W型ランプの場合、以下のとおりであり、約 75％程度の省エネルギーにつながります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-3-3. LED 照明の採用 

従来の電球（白熱灯）を LED電球に交換するだけで、消費電力を削減できます。一般的な白

熱電球に比べて約 80％程度の省エネルギーにつながります。また、寿命が約 40,000 時間と長

く、一般的な白熱電球に比べて約 40倍となっています。 

 
 

 
 
 
 

図 5-3-2 LED 照明 

 

 

図 5-3-1 Hf 蛍光灯 

● 一般型蛍光灯   ⇒       60W 

● インバータ蛍光灯 ⇒       37W 

 

 

 

 

 

 

 

【IL60W】 

60Ｗ電球を例にすると 

消費電力は54Ｗです。 

 

 

 

 

 

 

 

【EFA15W,EFD15W】 

60Ｗ相当の明るさのランプの 

消費電力は12Ｗです。     
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5-3-4. 高輝度誘導灯の採用 

火災が発生した場合に、速やかに避難口まで誘導するための照明器具（消防設備）です。こ

の設備は、消防法により 24時間点灯が義務付けられていますから、高効率な設備に更新するこ

とで大きな省エネルギー効果を得ることができます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-3-5. 昼光利用制御 

昼間は、室内に太陽光が入り込みます。この自然光による明るさを照度センサーで検知し、

自動でランプ類を消灯あるいは調光する制御です。 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松下電工㈱資料 

図 5-3-3 昼光利用制御の概要 

 
5-3-6. 人感センサー連動制御 

人の動きを感知して、自動でランプ類を点灯－消灯する制御です。消し忘れによる電気の無

駄遣いを防止します。 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松下電工㈱資料 

図 5-3-4 人感センサー連動制御の概要 

 

従来の誘導灯 

公共施設の多くに設置されているタイプ

です。消費電力は、60W×2 灯＝120W です。

 

一年間の消費電力（目安）は、 

120W×24 時間×365 日/年 

＝1,050kWh/年         です。

高輝度型 

高輝度ランプを採用した誘導灯です。消

費電力は約 10W～20W です。 

 

一年間の消費電力（目安）は、 

10W～20W×24 時間×365 日/年 

＝88kWh/年～175kWh/年     です。 
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5-3-7. 初期照度補正制御 

ランプを交換した際、以前より明るくなった感じがします。このランプ交換時の余分な明る

さを自動補正し、使用期間において一定の明るさを保持する制御です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松下電工㈱資料 

図 5-3-5 初期照度補正制御の概要 

 
5-3-8. 高効率変圧器 

一般住宅では、電力会社から低圧電力（電圧：200V／100V）を受電していますが、施設規模

が大きくなると、電力会社から高圧電力（電圧：6,600V）を受電し、変圧器を介して低圧電力

（電圧：200V／100V）に変換しています。 

現在、この電圧を変換する変圧器も、従来のものに比べて効率が改善されています。 

 

5-3-9. 省電力テレビ 

現在主流になっている「液晶」タイプや「プラズマ」タイプのテレビは従来の「ブラウン管」

タイプのテレビより省電力化が図られています。 
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5-3-10. 自販機の夜間電力の削減 

自動販売機は町域のいたるところに設置されています。現在、省エネルギー型自動販売機と

して商品陳列部分の照明がないか、もしくはタイマー制御されているものがあります。 
飲料メーカーとの契約更新のおりに、省エネルギー型に転換していくことが有効と考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     【従来型の自走販売機】       【省エネルギー型の自動販売機】 

図 5-3-6 自動販売機の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5-12

5-4. 道内の省エネルギー技術の先進事例 

5-4-1. 北海道大学大学院工学研究科ローエネルギーハウス～総合技術の先進事例 

(1) 施設の概要 

当該施設は、地下熱、太陽エネルギー等の自然エネルギー利用システムと燃料電池による住

宅用のコージェネレーションシステムとを複合的に活用する新しいシステムの最適化の研究を

行っている施設である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-4-1 ローエネルギーハウスの外観 
 

(2) 設備の仕様 

・ 工法 ：断熱パネル工法 

・ 階数 ：総 2階建て及び地下室 

・ 延床面積 ：192㎡ 

・ 断熱・開口部の仕様 

  ：外壁・屋根；発泡ポリスチレン板 236mm 

 地下壁  ；発泡ポリスチレン板 100mm 

 窓    ；Low‐Eペアガラス 21mm（アルゴンガス封入）  

・ 換気方式 ：居室～自然換気、台所・便所・浴室～強制排気 

 
(3) 導入技術 

・ 床の工夫 ：冷暖房用の水の配管、  潜熱蓄熱材の敷設 

・ 窓の工夫 ：アルゴンガスを封入した Low‐Eの利用落葉樹の効用 

・ 換気の工夫 ：外気と室内の温度差を利用した換気塔による自然換気 

・ 太陽熱・光 ：太陽熱温水器システム、太陽光発電システム 

・ 土壌 ：土壌熱源ヒートポンプの利用による床暖房システム 

・ その他 ：固体酸化物型燃料電池システム 
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5-4-2. 札幌市伏見中学校～学校施設の省エネルギー改修事例 

(1) 施設概要 

・所在地 札幌市中央区南 16条西 17丁目 1-35 

 

(2) 建物規模 

・校舎棟 RC造：地上 3階建 延床面積 5,125 ㎡（H19.3 改築） 

普通教室 6学級×3学年＝18教室 

・校舎棟 RC造：地上 2階建 延床面積 1,534 ㎡（S59年度新築） 

特別教室、図書室他（H19.3 改築） 

・屋内運動場棟 RC造・一部 S造：地上 2階建 延床面積 2,759 ㎡（S62年度新築） 

 

(3) 省エネ導入項目 

・高断熱化 外断熱工法：外壁発泡 PF板厚さ 100mm、屋根ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ板厚さ 100mm 

窓ガラス ：Low-E 複層ガラス 

・トップライトによる自然採光 

・高効率変圧器、高効率照明器具 

・照明制御（職員室：リモコンスイッチ盤、トイレ：人感センサー） 

・全熱交換型換気扇による個別換気方式 
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5-4-3. 清水建設㈱単身・独身寮「アミティエ宮の森」 ～ヒートポンプ導入事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：(社)空気調和・衛生工学会発行

   「北海道支部 40年の歩み」
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5-4-4. 札幌市立大学桑園キャンパス校舎 ～ヒートポンプ導入事例 
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5-4-5. 洞爺湖温泉街排水熱利用ヒートポンプシステム ～ヒートポンプ導入事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：洞爺湖温泉利用協同組合作成パンフレット
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5-4-6. 豊富中学校校舎 ～外断熱工法の導入事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱ドーコン作成
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第6章  

 
 上富良野町における「省エネルギービジョン」の基本方式を検討し、この基本方針に基づ

き、部門ごとあるいは主体ごとに省エネルギー推進方策を立案するとともに、省エネルギー

効果、温暖化対策効果を検証します。 
 
6-1. 基本方針 

6-1-1. 省エネルギービジョンの位置づけ 

 現在、本町において「上富良野町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しています。

本ビジョンは、本町が推進する温暖化対策を「省エネルギー」の側面からアプローチするアク

ションプログラムに位置づけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1-1 上富良野町における省エネルギービジョンの位置づけ 

第６章 省エネルギー導入の可能性 

上富良野町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
 

実施主体：町民・事業者・行政 

 

 

 

 

計画目標年次  2020 年度 

削 減 目 標  1990 年比で二酸化炭素排出量を総量で 25％削減する 

数 値 目 標  町民一人当たり 1.730t-CO2/人（灯油換算 695L/人）の削減 

上富良野町が担うべき役割 
上富良野町以外の事業主体

が果たすべき役割 

省エネルギーの推進 新エネルギーの導入 

町民・事業者への普及啓発 国・北海道の施策展開 

民間の自主的な取り組み 

アクションプログラム 

「上富良野町地域省エネルギービジョン」 
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6-1-2. 省エネルギービジョンの基本方針 

省エネルギービジョンは、省エネルギーの観点から、地域レベルで温暖化対策に貢献してい

くためのアクションプログラムです。 

地球温暖化は、国や北海道、各自治体の施策の展開にくわえ、町民一人ひとりが、また事業

者各々が草の根的に取り組んで行かなければ達成できない問題です。 

このためには、上富良野町の地域特性を充分に踏まえながら、経済的に実践していくことが

必要です。また、それぞれが温暖化に対する関心を高め、これを防止する意識を向上させるこ

とが必要不可欠であり、普及啓発事業を継続的に実施していくことが重要です。 

上富良野町の省エネルギービジョンの基本コンセプトを以下にまとめます。 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上上富富良良野野町町のの省省エエネネルルギギーービビジジョョンンのの基基本本方方針針    

 

地域特性に即した省エネル 
 

・ 地域の自然状況、規模、産業構造、財政状況、エネルギー構造などを

勘案した実効性のあるプログラムとします。 

１．地域特性に即した省エネルギーメニューとします 

地域特性に即した省エネル 
 

・ 地域連携による意識向上、相乗効果に期待します。 
・ 民間、行政、それぞれの側面から「省エネルギー」にアプローチします。 

 

２．町民、事業者、行政が連携できる省エネルギーメニューとします 

地域特性に即した省エネル 
 

 
・ 低迷するわが国の経済状況を考慮し、町民や事業者にコスト負担をかけ

ない施策を展開します。 
・ 普及啓発活動にも重点を置き、町民や事業者の自主的な参加・行動を促

します。 

３．コストをかけずに着実にエネルギーの使用量を削減できる 
省エネルギーメニューとします 
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6-1-3. 省エネルギー推進の方向性 

(1) エネルギー利用の現状と課題 

 本町の省エネルギー推進の方向性をまとめるにあたって、アンケート調査結果から、エネル

ギー利用の現状と現在抱える課題について、部門ごとに整理します。 
 
産業部門 

・本町の主な一次産業・二次産業は、農業、建設業、製造業です。 

・農業は経営的に新たな設備投資を要する省エネルギー化は難しいものと考えます。 
・建設業は、施工機械などの省エネルギー化や環境対策が全国的に見ても相当進んでいます

ので、現段階ではこれ以上の省エネルギー化は難しいものと考えます。 
・製造業について、本町には食料品製造業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品

製造業、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、窯業・土石製品製造業、電子部品・デバ

イス製造業の事業所があります。 
・ソフト的な対策から省エネルギー化に取り組んでいる製造事業者があり、アンケート調査

では多くの事業者で効果があったと回答しています。 
・しかしながら、省エネルギー設備の導入にあたっては資金的に難しいと回答頂いた製造時

業者が多く、昨今の経済状況を考慮すると、短期的に設備投資を伴う省エネルギー化は難

しいものと考えます。 
・アンケート調査において、設備更新のための資金不足、情報不足、熱・電気エネルギー管

理者不足が省エネルギー化を推進する上で主な課題として挙げています。 
 
民生業務部門 

・本町の三次産業（公共を含む）が該当します。 

・多くの事業所で冷暖房の適切な管理を行っており、また節電も心がけています。 

・公共施設の数件について施設立入り調査を行いましたが、ほとんどの施設で一般型蛍光灯

が採用されており、インバータ蛍光灯の普及が進んでいない状況です。 

・産業部門と同様、省エネルギー化に係るソフト対策は実施されていますが、資金的な問題

から設備投資を伴う省エネルギー化は進んでいないものと考えます。 

・また、省エネルギーを推進する上での課題も産業部門と同様、設備更新のための資金不足、

情報不足、熱・電気エネルギー管理者不足が挙げられています。 

 
民生家庭部門 

・一戸建住宅が多くなっています。 

・昭和 60年以前に建てられた住宅も多く、断熱面で改善の余地があるものと思われます。 

・寒冷地なので、冬季の暖房で多くのエネルギー、特に灯油が多く消費されています。 

・比較的省エネルギー行動が浸透していますが、更なる行動の推進が期待されます。 

・情報不足が省エネルギー化を推進する上で第一の課題として挙げられており、環境意識の

高さが伺えます。 
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運輸部門 
・本町に JRが通っていますが、利用状況から判断すると、一人当たりの JR利用によるエネ

ルギー消費量は少ないものと考えます。 

・行政面積が広いこと、また公共交通機関の整備密度が必ずしも高い状況ではなく、マイカ

ーの利用が多い状況です。 

・ハイブリッド車などの低燃費車の普及は進んでいない状況ですが、多くの町民が関心を持

っています。 
・エコドライブの実践率は高い状況です。 

・多くの観光客が大型バス、あるいはマイカーで来訪しています。 

 
(2) 今後の方向性 

 前述の現状を踏まえ、上富良野町における省エネルギー推進に向けた今後の方向性を整理し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  上上富富良良野野町町のの省省エエネネルルギギーー推推進進のの方方向向性性    

 
●産業部門 

・ 昨今の経済状況を考慮すると、短期的に設備投資を伴う省エネルギー化

は期待できないものと考えます。ソフト的対策、技術支援などの充実を

図ります。 

●民生業務部門 
・ 民間事業所について、更新時期を迎えている設備以外、設備投資を伴う

省エネルギー化は難しいものと考えます。維持管理の中で行える省エネ

ルギー化、例えばインバータ照明への交換、暖房温度の低温設定など、

最小コストで実践できる省エネルギー化を図ります。 

・ 公共施設について、町民・事業者の環境意識の向上に資する率先行動、

普及啓発事業を展開します。 

●民生家庭部門 
・ エコポイント制度を利用した省エネ家電への買換えや住宅のエコ改修、

エコ行動の実践、環境教育の充実を図ります。 

●運輸部門 
・ マイカー通勤の自粛（近距離通勤者）を促します。 

・ アイドリングストップなどエコドライブの更なる普及を図ります。 

・ ハイブリッド車など、低燃費車の普及拡大を図ります。 
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6-2. 部門ごとの省エネルギー可能量の検討 

6-2-1. 産業部門の省エネルギー可能量 

産業部門においては、厳しい経営状況の中、経費削減の面から省エネルギー対策は既に講じ

てきていると考えられます。このため、当該部門でのこれ以上の省エネルギーを期待するのは

難しいものと考えます。 
 
6-2-2. 民生業務部門の省エネルギー可能量 

(1) 一般事業所 

省エネルギーに関する事業所意識調査において、今後省エネルギー行動に取り組みたいと回

答した事業所数が多かった項目は、省エネルギー型機器・商品の購入、暖房の適切な温度設定、

節電でした。 

そこで、これら 3つの省エネルギー行動実践について検討します。なお、省エネルギー型機

器・商品の購入については、容易に実践が可能である照明器具を従来の蛍光灯から高効率照明

器具（インバータ蛍光灯）に転換した場合について検討します。 

 

【事業所エネルギー使用量】 

・本町の民生業務部門のエネルギー使用量 ： 192,433GJ（2006 年度実績） 

・うち電力使用量割合 ： 69.0％（※1） 

・うち灯油使用量割合 ： 28.7％（※1） 

・電力使用量のうち照明用使用量割合 ： 40％（仮定） 

・灯油使用量のうち暖房用使用量割合 ： 80％（仮定） 

 

＜※1：エネルギー使用量に対する電力使用量・灯油使用量の割合＞ 

 
 
 
 
 
【高効率照明器具】 
・高効率照明器具への転換に取り組みたいと回答した事業所割合： 30％（意識調査） 

・高効率照明器具への転換によるエネルギー削減率 ： 40％ 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴電力の削減量 ＝ 192,433GJ×69.0％×40％×30％×40％÷10,940 人 

＝ 582.6MJ/人 

 

・事業者意識調査において、建設業・鉱業、製造業、農林水産業を除く事業所からのエネルギ

ー購入費用についての回答は 17事業所からありました。 

・このエネルギー購入費用数値を用いて熱量換算すると、電気使用分は全体の 69.0％、灯油使

用分は全体の28.7％になります。 
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【暖房の適切な温度設定】 

・暖房の適切な温度設定に取り組みたいと回答した事業所割合： 15％（意識調査） 

・暖房設定低下温度目標値 ： 現行より 1℃ 

・設定温度の低下による灯油使用削減量 ： 10％（※2） 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴灯油の削減量 ＝ 192,433GJ×28.7％×80％×15％×10％÷10,940 人 

＝ 60.6MJ/人 

 
＜※2：設定温度の低下による灯油使用削減量＞ 

 
 
 
 
 
【節電】 

・節電に取り組みたいと回答した事業所割合： 15％（意識調査） 

・節電による電力使用量削減目標割合 ： 5％ 

∴電力の削減量 ＝ 192,433GJ×69.0％×15％×5％÷10,940 人 

＝ 91.0MJ/人 

 
(2) 公共施設 

本町では、2009 年度から 2018 年度までを計画期間とする「第 5 次上富良野町総合計画」を

策定しており、この中で本町の事務・事業から排出される二酸化炭素削減率の数値目標を示し

ています。2018 年度において 7％の削減目標としています。本町の公共施設におけるエネルギ

ー使用量は、2004 年度から 2008 年度の平均値で 1,762,760L（灯油換算）となっています。 

そこで、灯油換算のエネルギー使用量を 7％削減するものとします。 

 

・エネルギー使用量 ： 1,762,760L（灯油換算、2004～2008 年度の平均値、表 6-2-1 参照） 

・灯油の標準発熱量 ： 36.7MJ /L 

・二酸化炭素削減目標率 ： 7％ 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴エネルギー削減量 ＝ 1,762,760L×36.7MJ /L×7％÷10,940 人 

＝ 414.0MJ/人 

 

・環境省北海道地方環境事務所発行のパンフレット「家庭の省エネヒント集」によると、室温

1℃下げることにより約 10％の灯油使用量が下がるとしています。 

・民生業務部門での暖房も家庭と同じと考え、設定温度 1℃低下により 10％の灯油使用量が削

減されるとします。 
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表 6-2-1 公共施設におけるエネルギー使用量（2004～2008 年度平均値） 

 
 

熱 電気 計

役場庁舎 51,965 26,185 78,150

子どもセンター 17,996 2,089 20,085

上富良野町セントラルプラザ 17,134 4,148 21,282

上富良野町郷土芸能資料館 0 817 817

上富良野町公民館 34,421 7,218 41,639

社会教育総合センター 66,687 21,543 88,230

江幌小学校 13,844 2,853 16,697

上富良野小学校 79,118 17,907 97,025

上富良野西小学校 34,141 9,701 43,842

東中小学校 32,951 4,900 37,851

上富良野中学校 96,256 14,592 110,848

東中中学校 26,336 5,086 31,422

上富良野学校給食センター 51,106 4,621 55,727

中央保育所 15,349 2,225 17,574

島津公園野球場 0 575 575

上富良野町運動公園 0 234 234

Ｂ＆Ｇ海洋センター 15,542 3,089 18,631

泉栄防災センター 4,913 1,259 6,172

東児童館 1,983 486 2,469

上富良野町農産物加工実習施設 4,740 914 5,654

上富良野町ラベンダーハイツ 112,384 23,178 135,562

保健福祉総合センター 160,877 53,332 214,209

上富良野町立病院 170,323 33,963 204,286

吹上温泉保養センター　白銀荘 105,178 34,499 139,677

日の出公園オートキャンプ場 29,983 4,918 34,901

上富良野町クリーンセンター (中間処理施設・水処理施設） 169,412 89,983 259,395

上富良野浄化センター 4,432 53,194 57,626

翁飲料水供給施設 0 217 217

江花簡易水道 0 3,402 3,402

清富飲料水供給施設 0 858 858

静修簡易水道 0 3,600 3,600

日の出上水道 0 1,388 1,388

倍本上水道 0 1,516 1,516

里仁簡易水道 0 4,567 4,567

上富良野町葬斎場 6,328 304 6,632

合計 1,323,399 439,361 1,762,760

施設名称

エネルギー使用量

（L：灯油換算）
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6-2-3. 民生家庭部門の省エネルギー可能量 

町民意識調査より、単位延床面積あたりのエネルギー消費量は平均 1,310MJ/m2となっていま

す。住宅の使用状況等にもよりますが、この平均値よりもエネルギー消費量が多い世帯は平均

値に近づける試みを、また平均値よりもエネルギー消費量が少ない世帯においてもさらに下げ

る試みが求められます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-2-1 住宅のエネルギー消費量 

 
この町民意識調査において、財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典に示され

ている項目について取り組み意識を調査したところ、項目による回答数の大小はあるものの、

今後省エネルギー行動に取り組みたいと回答した世帯が多くありました。 

この回答数をもとにして、実施に今後取り組んだ際のエネルギー削減量を検討しました。な

お、エコドライブなど自動車に関するものについては、6-2-4 で検討するものとします。 

 なお、本ビジョンにおけるエネルギー量は全て灯油量で示していますが、家庭の省エネ大辞

典が原油換算値で表示されていますので、ここでは計算過程のみ原油に換算しています。後段

「(2)家庭におけるエコドライブ」、「(3)一般事業所におけるエコドライブ」も同様です。 

・省エネルギー行動に取り組みたいと回答した世帯 ： 表 6-2-2 のとおり 

・省エネルギー行動実践によるエネルギー削減原単位 ： 表 6-2-2 のとおり（原油換算） 

・省エネルギー行動実践によるエネルギー削減合計量 ： 19,108L（原油換算） 

・原油の標準発熱量 ： 38.2MJ /L 

・意識調査回答数 ： 200 世帯 

・本町の世帯数 ： 5,331 世帯（2007 年度実績） 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴エネルギー削減量 ＝ 19,108L×38.2MJ /L×（5,331 世帯÷200世帯）÷10,940 人 

＝ 1,778.4MJ/人 
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表 6-2-2 省エネルギー行動によるエネルギー削減量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典 

原油換算 原油換算
削減原単位 削減量
L/世帯 L

1.暖房・冷房の適切な温度設定 44 9.68 426

2.電気カーペットの適切使用など 9 69.52 626

3.冷暖房機器のこめまなスイッチオンオフ 11 16.04 176

4.省エネ型の照明を使用 59 21.17 1,249

5.こまめな照明のオンオフ 7 1.10 8

6.テレビをつけたままにしない 46 11.29 519

7.こたつのこまめな温度設定 5 12.34 62

8.給湯器の温度設定を低くする 40 10.21 408

9.冷蔵庫の温度調整･ものを詰め込みすぎない 68 26.55 1,805

10.冷蔵庫を壁から離して設置 25 11.36 284

11.冷蔵庫の開閉を少なく･開閉時間を短く 31 4.16 129

12.電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ 78 6.17 481

13.電気ポット未使用時にはコンセントを抜く 30 27.08 812

14.洗濯はまとめてする 9 1.48 13

15.お風呂は間隔をあけずに入る 33 44.31 1,462

16.シャワーの流しっぱなしをしない 15 14.82 222

17.温水洗浄便座の適切な温度設定など 13 18.92 246

18.電気製品未使用時はコンセントを抜く 78 35.01 2,731

19.省エネタイプの家電製品の購入 81 91.96 7,449

合計 － － 19,108

項目 今後取り組みたい
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6-2-4. 運輸部門の省エネルギー可能量 

(1) 低燃費車への転換 

自動車の新規購入あるいは買い替え時において、クリーンエネルギー自動車を購入した場合

のエネルギー削減量を検討します。なお、クリーンエネルギー自動車には、ハイブリッド自動

車、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車などがありますが、現在普及が急速に拡大し

ているハイブリッド自動車を対象にします。本町の現在の自動車の半分がハイブリッド自動車

に置き換わった場合について検討します。 

 

・ハイブリッド自動車への転換による二酸化炭素削減原単位 ： 0.66ｔ-CO2/台（※3） 

・本町の自動車保有台数 ： 8,300 台（特殊用途車・小型二輪車除く、2008 年度実績） 

・ハイブリッド自動車への転換率 ： 50％ 

・自動車燃料の CO2排出係数 ： 0.0673kg-CO2/MJ 

(注)ガソリンの CO2排出係数 0.0671kg-CO2/MJ、軽油 CO2 排出係数 0.0687kg-CO2/MJ を自動車保有車両

数（※3）で按分した数値 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴エネルギー削減量 ＝ 0.66ｔ-CO2/台×8,300 台×50％÷0.0673kg-CO2/MJ÷10,940 人 

＝ 3,720.1MJ/人 

 

＜※3：ハイブリッド自動車への転換による二酸化炭素削減原単位＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・論文「時間的視野から見たハイブリッドカーの社会的重要性」（2008 年 12月、同志社大学八

木匡研究会永田班）によると、ガソリン車の CO2排出量は 193g/km、ディーゼル車の CO2排出

量は 146g/km です。 

・財団法人自動車検査登録情報協会「自動車保有車両数」によると、2007 年度のガソリン車台

数は 67,167 千台、ディーゼル車は 7,504 千台、合計74,671 千台です。 

・この車両台数でガソリン車とディーゼル車の CO2排出量を按分すると 188g/km（（193g/km×

67,167 千台＋146g/km×7,504 千台）÷74,671 千台）となります。 

・上記論文によると、ハイブリッド自動車の CO2排出量は 123g/km です。 

・つまり、ハイブリッド自動車への転換により、65g/km（188g/km－123g/km）の CO2削減量が

見込まれます。 

・国土交通省「自動車輸送統計年報」によると、2007 年度の自動車走行距離合計は 763,628

百万 kmであることから、自動車 1台あたりの平均走行距離は 10,227km/台（763,628 百万 km

÷74,671 千台）となります。 

・よって、ハイブリッド自動車1台の導入により、CO2削減量は0.66t-CO2/台（65g/km×10,227km/

台）見込まれます。 



 6-11

(2) 家庭におけるエコドライブ 

町民意識調査において、財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典に示されてい

る項目のうちエコドライブについて取り組み意識を調査したところ、今後省エネルギー行動に

取り組みたいと回答した世帯が多くありました。 

この回答数をもとにして、実施に今後取り組んだ際のエネルギー削減量を検討しました。 

 

・エコドライブを取り組みたいと回答した世帯 ： 表 6-2-3 のとおり 

・エコドライブによるエネルギー削減原単位 ： 表 6-2-2 のとおり（原油換算） 

・エコドライブによるエネルギー削減合計量 ： 5,678L（原油換算） 

・原油の標準発熱量 ： 38.2MJ /L 

・意識調査回答数 ： 200 世帯 

・本町の世帯数 ： 5,331 世帯（2007 年度実績） 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴エネルギー削減量 ＝ 5,678L×38.2MJ /L×（5,331 世帯÷200世帯）÷10,940 人 

＝ 528.5MJ/人 

 
表 6-2-3 エコドライブによるエネルギー削減量 

 
 
 
 
 
 

出典：財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典 

 
(3) 一般事業所におけるエコドライブ 

省エネルギーに関する事業所意識調査において、今後省エネルギー行動に取り組みたいと回

答した事業所数が多かった項目としてエコドライブの実施があります。そこで、エコドライブ

による省エネルギー行動実践について検討します。 
 

・意識調査回答事業所数 ： 38事業所 

・意識調査回答車両台数 ： 154 台 

・本町の事業所数 ： 300 事業所 

⇒ 本町の事業所車両台数 ＝ 1,216 台（154台÷38事業所×300事業所） 

・エコドライブに取り組みたいと回答した事業所割合： 20％（意識調査） 

・エコドライブによるエネルギー削減原単位 ： 202.98L/台 

※表 6-2-3 における項目 1～5の原油換算削減原単位の合計、世帯あたりを台数と置き換え 

原油換算 原油換算
削減原単位 削減量
L/世帯 L

1.アイドリングをしない 26 15.48 402

2.無駄な荷物を積んで走行しない 27 1.35 36

3.急発進･急加速をしない 17 116.97 1,988

4.タイヤ空気圧を適正に保つ 22 13.39 295

5.外出時に車使用を控える 53 55.79 2,957

合計 － 202.98 5,678

項目 今後取り組みたい
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・原油の標準発熱量 ： 38.2MJ /L 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴エネルギー削減量 ＝ 1,216 台×20％×202.98L/台×38.2MJ/L÷10,940 人 

＝ 172.4MJ/人 

 
6-2-5. 省エネルギー可能量のまとめ 

上富良野町の省エネルギー可能量をまとめると次のようになります。 

 

表 6-2-4 上富良野町の省エネルギー可能量 

 省エネルギー可能量

（MJ/人） 

灯油換算量 

（L/人） 

産業部門 － － 

民生業務部門 1,148.2 31.3 

民生家庭部門 1,778.4 48.5 

運輸部門 4,421.0 120.5 

合計 7,349.6 

⇒7,350 

200.3 

⇒200 

※灯油発熱量＝36.7MJ/L 

 

6-2-6. 省エネルギー目標値 

上富良野町の省エネルギー可能量は 7,350MJ/人となります。一方、2006 年のエネルギー消費

量は 119,864MJ/人です。 

よって、省エネルギー目標率は、7,350MJ/人÷119,864MJ/人＝6.1％となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

上富良野町の省エネルギー目標 

 

2006 年のエネルギー消費量に対して、1人あたり 6.1％の省エネルギーを図ります。 

具体的には、7.35GJ/人（灯油換算 200L/人）の省エネルギーを図ります。 
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6-3. 省エネルギー対策における二酸化炭素削減効果 

6-3-1. 民生業務部門の二酸化炭素削減量 

6-2-2 をもとに二酸化炭素削減量を算出します。 

 
(1) 一般事業所 

 

【高効率照明器具】 
・エネルギー削減量 ： 582.6MJ/人（電力） 

・電力の熱量換算係数 ： 9.76MJ/kWh（発電時投入熱量） 

・電力の二酸化炭素排出係数 ： 0.42kg-CO2/kWh（2020 年見込み） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 582.6MJ/人÷9.76MJ/kWh×0.42kg-CO2/kWh 

＝ 0.025t-CO2/人 

 
【暖房の適切な温度設定】 
・エネルギー削減量 ： 60.6J/人（灯油換算） 

・灯油の標準発熱量 ： 36.7MJ/L 

・灯油の二酸化炭素排出係数 ： 2.49kg-CO2/L 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 60.6MJ/人÷36.7MJ/L×2.49kg-CO2/L 

＝ 0.004t-CO2/人 

 
【節電】 
・エネルギー削減量 ： 91.0MJ/人（電力） 

・電力の熱量換算係数 ： 9.76MJ/kWh（発電時投入熱量） 

・電力の二酸化炭素排出係数 ： 0.42kg-CO2/kWh（2020 年見込み） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 91.0MJ/人÷9.76MJ/kWh×0.42kg-CO2/kWh 

＝ 0.004t-CO2/人 

 
(2) 公共施設 

 

・エネルギー削減量 ： 414.0MJ/人（灯油換算） 

・灯油の標準発熱量 ： 36.7MJ/L 

・灯油の二酸化炭素排出係数 ： 2.49kg-CO2/L 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 414.0MJ/人÷36.7MJ/L×2.49kg-CO2/L 

＝ 0.028t-CO2/人 
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6-3-2. 民生家庭部門の二酸化炭素削減量 

6-2-3 をもとに、省エネルギー行動に応じた二酸化炭素削減原単位を用いて二酸化炭素削減

量を算出します。 

 

・省エネルギー行動実践による二酸化炭素削減合計量 ： 35,357kg-CO2（表 6-3-1） 

・意識調査回答数 ： 200 世帯 

・本町の世帯数 ： 5,331 世帯（2007 年度実績） 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 35,357kg-CO2×（5,331 世帯÷200世帯）÷10,940 人 

＝ 0.086t-CO2/人 

 
表 6-3-1 省エネルギー行動による二酸化炭素削減量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典 

 

ＣＯ２削減原単位 ＣＯ２削減量

kg-CO2/世帯 kg-CO2

1.暖房・冷房の適切な温度設定 44 25.4 1,118

2.電気カーペットの適切使用など 9 124.9 1,124

3.冷暖房機器のこめまなスイッチオンオフ 11 41.3 454

4.省エネ型の照明を使用 59 38.1 2,248

5.こまめな照明のオンオフ 7 2.0 14

6.テレビをつけたままにしない 46 20.3 934

7.こたつのこまめな温度設定 5 22.2 111

8.給湯器の温度設定を低くする 40 20.0 800

9.冷蔵庫の温度調整･ものを詰め込みすぎない 68 47.9 3,257

10.冷蔵庫を壁から離して設置 25 20.4 510

11.冷蔵庫の開閉を少なく･開閉時間を短く 31 7.5 233

12.電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ 78 12.8 998

13.電気ポット未使用時にはコンセントを抜く 30 48.7 1,461

14.洗濯はまとめてする 9 2.7 24

15.お風呂は間隔をあけずに入る 33 87.0 2,871

16.シャワーの流しっぱなしをしない 15 29.1 437

17.温水洗浄便座の適切な温度設定など 13 34.1 443

18.電気製品未使用時はコンセントを抜く 78 63.0 4,914

19.省エネタイプの家電製品の購入 81 165.5 13,406

合計 － － 35,357

項目 今後取り組みたい
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6-3-3. 運輸部門の二酸化炭素削減量 

6-2-4 をもとに二酸化炭素削減量を算出します。 

 
(1) 低燃費車への転換 

 

・ハイブリッド自動車への転換による二酸化炭素削減原単位 ： 0.66ｔ-CO2/台（6-2-4 参照） 

・本町の自動車保有台数 ： 8,300 台（特殊用途車・小型二輪車除く、2008 年度実績） 

・ハイブリッド自動車への転換率 ： 50％ 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 0.66ｔ-CO2/台×8,300 台×50％÷10,940 人 

＝ 0.250ｔ-CO2/人 

 
(2) 家庭におけるエコドライブ 

 

・省エネルギー行動実践による二酸化炭素削減合計量 ： 14,759kg-CO2（表 6-3-2） 

・意識調査回答数 ： 200 世帯 

・本町の世帯数 ： 5,331 世帯（2007 年度実績） 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 14,759kg-CO2×（5,331 世帯/200 世帯）÷10,940 人 

＝ 0.036t-CO2/人 

 
表 6-3-2 エコドライブによる二酸化炭素削減量 

 
 
 
 
 
 

出典：財団法人省エネルギーセンターの家庭の省エネ大事典 

- 

ＣＯ２削減原単位 ＣＯ２削減量

kg-CO2/世帯 kg-CO2

1.アイドリングをしない 26 40.2 1,045

2.無駄な荷物を積んで走行しない 27 3.5 95

3.急発進･急加速をしない 17 304.0 5,168

4.タイヤ空気圧を適正に保つ 22 34.8 766

5.外出時に車使用を控える 53 145.0 7,685

合計 － 527.5 14,759

項目 今後取り組みたい
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(3) 一般事業所におけるエコドライブ 

 
・意識調査回答事業所数 ： 38事業所 

・意識調査回答車両台数 ： 154 台 

・本町の事業所数 ： 300 事業所 

⇒ 本町の事業所車両台数 ＝ 1,216 台（154台÷38事業所×300事業所） 

・エコドライブに取り組みたいと回答した事業所割合： 20％ 

・エコドライブによる二酸化炭素削減原単位 ： 527.5kg-CO2/台 

※表 6-3-2 における項目 1～5の二酸化炭素削減原単位の合計、世帯あたりを台数と置き換え 

・2020 年の人口 ： 10,940 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計、2008 年 12月） 

∴二酸化炭素削減量 ＝ 1,216 台×20％×527.5kg-CO2/台÷10,940 人 

＝ 0.012ｔ-CO2/人 

 

6-3-4. 二酸化炭素削減目標 

上富良野町の省エネルギー対策における二酸化炭素削減量をまとめると次のようになります。 

 

表 6-3-3 上富良野町の二酸化炭素削減可能量 

 二酸化炭素削減量 

（t-CO2/人） 

産業部門 － 

民生業務部門 0.061 

民生家庭部門 0.086 

運輸部門 0.298 

合計 0.445 

 

上富良野町の 2006 年の 1人あたりの二酸化炭素排出量は 6.429t-CO2/人です。 

よって、二酸化炭素削減目標率は、0.445t-CO2/人÷6.429t-CO2/人＝6.9％となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

上富良野町の省エネルギー対策による二酸化炭素削減目標 

 

1990 年の二酸化炭素排出量に対して、省エネルギー化により 1 人あたり 6.9％の削減

を図ります。 

具体的には、0.445t-CO2/人の二酸化炭素排出量削減を図ります。 
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【参考】二酸化炭素削減に向けた行動 

◆1人あたり 0.1ｔ(100kg)の二酸化炭素を削減するには 

○灯油 ⇒ 1人あたり年間約 40Lの使用を削減する必要があります。 

○ガソリン ⇒ 1人あたり年間約 430km、1日約 1.2km の走行を控える必要があります。

（燃費 10km/L とした場合） 

◆削減行動による二酸化炭素削減量（例） 
 

削減行動 CO2削減量（1世帯あたり） 

暖房の設定温度を 1℃下げる 240 kg-CO2 

待機電力を 50％削減する（家電製品の主電源を切る、

コンセントを抜く） 
82 kg-CO2 

テレビを 1日 1時間見るのをやめる 20 kg-CO2 

シャワーのお湯を 1分間短縮する 45 kg-CO2 

風呂の残り湯を洗濯に使いまわす 7 kg-CO2 

ジャーの保温を止める 34 kg-CO2 

温水洗浄便座は使用後フタを閉める 23 kg-CO2 

1 日 5分間のアイドリングストップ 39 kg-CO2 

週 2回クルマ通勤をやめる 186 kg-CO2 

※北海道「北海道省エネルギー・新エネルギーBOOK」、全国地球温暖化防止活動推進センター

「家庭でできる温暖化対策」を参考に作成 
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6-4. 町民・事業者の省エネルギー推進に向けた施策の検討 

 町民及び事業者が経済的に無理なく推進できる「省エネルギー施策」を検討します。 
 
6-4-1. 町民の省エネルギー行動を推進するための施策 

 民生家庭部門における省エネルギー推進の方向性は、コスト負担の大きい住宅改修は難しい

と考えられるため、エコポイント制度を利用した省エネ家電製品への買換え、エコ行動の実践

など、現実的な取り組みに期待します。 
 このため、ここでは、アンケート調査結果をもとに「日常生活」、「自動車の利用」に焦点を

絞り、省エネルギー推進の施策を検討します。 
 
(1) 町民の取り組みにおける課題 

1) 日常生活における課題 

本町では、日常生活における省エネルギー行動が比較的浸透している状況にありますが、

取り組みが難しいものに「暖房・冷房の適切な温度設定」、「電気製品未使用時はコンセント

を抜く」など、日ごろの心がけで効果が期待される取り組みも挙げられています。 

既に取り組んでいることを継続することはもちろんですが、町民一人ひとりが日常的な省

エネルギー行動を意識し、これを着実に実践していくことが必要です。 

 

表 6-4-1 日常生活における省エネルギーの取り組み状況 

 省エネルギーの取り組み 

既に取り組んでいること ・こまめな照明のオンオフ 

・洗濯はまとめてする 

・シャワーの流しっぱなしはしない 

・冷蔵庫の開閉を少なく･開閉時間を短く 

・冷蔵庫を壁から離して設置 

今後取り組みたいこと ・省エネタイプの家電製品の購入 

・電気製品未使用時はコンセントを抜く 

・電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ 

・冷蔵庫の温度調整･ものを詰め込みすぎない 

・省エネ型の照明を使用 

取り組みが難しいこと ・暖房・冷房の適切な温度設定 

・電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ 

・電気製品未使用時はコンセントを抜く 

・テレビをつけたままにしない 

・冷蔵庫を壁から離して設置 

※主な項目を記載 
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2) 自動車の利用における課題 

「エコドライブ」に関する取り組みが推進されています。一方、行政面積が広いことにく

わえ、公共交通機関の整備密度が必ずしも高い状況ではなく、こうした背景をうけて「外出

時に車使用を控える」が、取り組みが難しいものとして挙げられています。 

このため、エコドライブのより一層の推進と、通勤を含む近距離移動時のマイカー利用の

自粛を町民に定着させることが必要です。 

 

表 6-4-2 自動車の利用における省エネルギーの取り組み状況 

 省エネルギーの取り組み 

既に取り組んでいること ・急発進･急加速をしない 

・タイヤ空気圧を適正に保つ 

・無駄な荷物を積んで走行しない 

・アイドリングをしない 

今後取り組みたいこと ・外出時に車使用を控える 

取り組みが難しいこと ・外出時に車使用を控える 

※主な項目を記載 

 

(2) 省エネルギー行動を推進するための施策 

 町民の省エネルギー行動を推進していくためには、現在の取り組みを継続していくことはも

ちろんですが、新たな行動の動機づけとなる施策を積極的に展開していくことが必要です。 

アンケート調査において、町民が抱える課題や要望が明らかになりましたので、これらを本

町の施策に盛り込むものとし、その体系を図 6-5-1 に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-4-1 町民の省エネルギー行動を推進するための施策の体系 

＝省エネルギー推進に向けた町民の役割＝ 

● 現在実践している省エネルギー行動の継続（持続・発展） 

● 新たな取り組み実践のための意識改革 

＜要望事項＞ 
・情報提供 
・資金提供 
・環境教育の充実 
・公共施設の率先行動 など 

＜現在抱えている課題＞ 
・経済的に難しい 
・情報が不足している 
・効果が分からない 

など

＝町民の省エネルギー行動を推進するための施策（役場）＝ 

● 省エネルギーの取り組みに関する情報提供 

● 省エネルギーの取り組みに関する助成制度（国・道及び関係団体の紹介・窓口） 

● 環境教育の充実・推進 

● 公共施設における省エネルギーの率先導入（ビジョンの推進、効果の PR） 

相談窓口の設置 施策の展開 



 6-20

6-4-2. 事業者の省エネルギー行動を推進するための施策 

 事業活動における省エネルギー化には、「設備更新時に行うもの」、「新たな設備投資により行

うもの」、「日常管理において行うもの」があります。このうち、「新たな設備投資により行うも

の」は、景気の回復は期待できない昨今にあっては難しいものと考えます。 
 したがって、事業者の省エネルギー行動は、「設備更新時に行うもの」と「日常管理において

行うもの」に期待するものとします。 
 
(1) 事業者の取り組みにおける課題 

1) 設備更新時の省エネルギー化の課題 

事業所アンケートの設問 24項目のうち、「省エネルギー型機器･商品の導入」、「低燃費車の

導入」、「物流の効率化･合理化」、「再生品･エコマーク商品の選択」の4項目が設備更新時に

行う省エネルギー行動に該当します。 

これらの 4つの項目について、今後取り組みたいと回答頂いた事業所はわずかでした。こ

れは、省エネルギー関連設備やハイブリッド車が従来のものに比べて価格が高いこと、また

導入効果が分からないことが原因と考えられます。 

こうした省エネルギー関連設備やハイブリッド車を購入する際の助成制度や税制優遇制度

の情報や導入効果に関する情報が不足していることが課題として考えられます。 

 

2) 日常管理における省エネルギー化の課題 

本町の事業所が既に取り組んでいる省エネルギー行動として、「節電の心がけ」、「廃棄物の

適正処理」、「給湯・給水の節水」 など、従業員一人ひとりの環境行動に由来するものが挙げ

られます。 

一方、現在取り組まれていない行動としては、企業全体で取り組む環境活動が大半を占め

ています。企業全体の環境活動は、関連する情報や専門家による指導・アドバイスがなけれ

ば、実践することは難しく、こうした情報の不足が課題と考えます。 

 

表 6-4-3 日常生活における省エネルギーの取り組み状況 

 省エネルギーの取り組み 

既に取り組んでいること ・節電の心がけ 

・廃棄物の適正処理 

・給湯･給水の節水 

・冷暖房の適切な温度設定 

・車両整備の徹底 

・ごみ発生抑制･リサイクル推進 

・紙の使用抑制 

取り組みがなされていない

こと 

・環境保全に関する社内研修 

・環境保全に関する社外研修参加 

・関係団体との環境保全情報の共有 

・ISO14001 等の環境システムの導入 

・環境部署の設置･人員補強 

※主な項目を記載 
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(2) 省エネルギー行動を推進するための施策 

 事業者の省エネルギー行動を推進するためには、現在の取り組みを持続・発展させていくこ

とが先ずは重要です。 
生産活動においては、積極的に省エネルギー化に取り組むことは難しい状況にありますが、

設備更新の際に省エネルギー化を検討するなど、できる限り省エネルギー推進に向けた方向性

を見出していくことが重要と考えます。また、現在取り組まれていないことについても、事業

者がその必要性を理解し、コスト削減と社会貢献の側面から自主的、地域的に取り組んでいく

ことが望まれます。 
事業者の省エネルギー行動を推進するための施策は、こうした事業所活動における省エネル

ギー対策を下支えするものであり、「省エネルギーの取り組みに対する助成措置」などの直接的

な支援はもとより、「社内の環境教育」、「環境マネジメントシステムの導入」といったソフト的

な対策の支援、あるいは「省エネルギーの取り組みに対する情報提供」を充実させることが必

要です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4-2 事業者の省エネルギー行動を推進するための施策フロー 

 

 

＝省エネルギー推進に向けた事業者の役割＝ 

● 現在実践している省エネルギー行動の継続（持続・発展） 

● 新たな取り組み実践のための意識改革 

● 事業者の自主的、地域的な取り組みの推進 

＜要望事項＞ 
・公的助成制度の拡充 
・公共施設における率先行動 
・情報提供 
・エネルギー管理手法の指導 
・先進事例紹介    など 

＜現在抱えている課題＞ 
・経営上、資金不足 
・管理方法、技術情報の不足

・投資回収年が長い 
・管理者、技術者の不足 
・効果が分からない  など

＝事業者の省エネルギー行動を推進するための施策（役場）＝ 

● 省エネルギーの取り組みに関する助成制度（国・道及び関係団体の紹介・窓口） 

● 省エネルギーの取り組みに関する情報提供 

● 従業員に対する環境教育の支援 

● 環境マネジメントに関する支援 

● 公共施設における省エネルギーの率先導入（ビジョンの推進、効果の PR） 

相談窓口の設置 施策の展開 



 6-22

6-4-3. 省エネルギービジョン「重点プロジェクト」としての位置づけ 

アンケート調査結果からも明らかなように、町民や事業者が省エネルギー行動を推進するた

めには、「情報の提供」などの啓発事業を充実することが必要不可欠です。 

したがって、本町では「省エネルギー行動の推進に向けた普及啓発事業」を「上富良野町地

域省エネルギービジョン」の重点プロジェクトに位置づけ、後段の第７章において今後の方向

性、具体的な提供情報、事業スケジュールなどを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上富良野町における「重点プロジェクト１」 

 

 「省エネルギー行動の推進に向けた普及啓発事業」 

      ・テーマ１  ：省エネルギーに関する情報提供 

      ・テーマ２  ：学校における環境教育プログラムの充実 

      ・テーマ３  ：人材の育成の促進 
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6-5. 公共施設における省エネルギー化の推進 

6-5-1. 一般施設 

(1) 施設概要 

 上富良野町公共施設のうち一般施設の施設概要を表 6-5-1 に示します。省エネルギー性は、

設備の老朽度や建物性能（断熱、建具の機密性など）に影響されます。表 6-5-1 において、ハ

ッチングした施設は築 30年以上経過した施設です。こうした施設は、エネルギー効率が低下し

ていることが考えられます。したがって、近々に改築・改修計画がない場合には、省エネルギ

ー性について診断することが必要と考えます。 

 
表 6-5-1 公共施設（一般施設）の施設概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延床面積

（㎡）

熱 電気 計

役場庁舎 昭和42年度 3,912.00 51,965 26,185 78,150

子どもセンター 平成17年度 936.00 17,996 2,089 20,085

上富良野町セントラルプラザ 平成2年度 1,217.89 17,134 4,148 21,282

上富良野町郷土芸能資料館 平成12年度 483.67 0 817 817

上富良野町公民館 昭和46年度 350.00 34,421 7,218 41,639

社会教育総合センター 昭和62年度 5,678.67 66,687 21,543 88,230

江幌小学校 平成1年度 642.00 13,844 2,853 16,697

上富良野小学校 昭和35年度 6,377.00 79,118 17,907 97,025

上富良野西小学校 平成11年度 3,385.00 34,141 9,701 43,842

東中小学校 昭和56年度 1,871.00 32,951 4,900 37,851

上富良野中学校 昭和37年度 6,227.00 96,256 14,592 110,848

東中中学校 昭和52年度 1,426.00 26,336 5,086 31,422

上富良野学校給食センター 昭和54年度 486.00 51,106 4,621 55,727

中央保育所 昭和63年度 732.90 15,349 2,225 17,574

島津公園野球場 0 575 575

上富良野町運動公園 0 234 234

Ｂ＆Ｇ海洋センター 平成2年度 15,542 3,089 18,631

泉栄防災センター 平成3年度 624.35 4,913 1,259 6,172

東児童館 昭和57年度 247.05 1,983 486 2,469

上富良野町農産物加工実習施設 平成5年度 215.30 4,740 914 5,654

上富良野町ラベンダーハイツ 昭和59年度 2,258.03 112,384 23,178 135,562

保健福祉総合センター 平成16年度 3,560.14 160,877 53,332 214,209

上富良野町立病院 昭和54年度 3,577.00 170,323 33,963 204,286

吹上温泉保養センター　白銀荘 平成8年度 1,592.78 105,178 34,499 139,677

日の出公園オートキャンプ場 平成13年度 614.48 29,983 4,918 34,901

合計 1,143,227 280,332 1,423,559

エネルギー使用量

（L：灯油換算）
施設名称 竣工年度
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(2) エネルギー使用実態 

1) 年間使用量 

 上富良野町公共施設（一般施設）のエネルギー使用実態を図 6-5-1 に示します。エネルギー

使用量は、施設の規模、利用頻度などに影響されます。 

 上富良野町には、建物用途によらず、比較的エネルギーを多く使用する施設が存在します。

仮に灯油換算で年間 30,000L 以上を消費する施設を「エネルギー多消費施設」と位置づけた場

合、役場庁舎、社会教育総合センター、上富良野小学校、上富良野中学校、学校給食センター、

ラベンダーハイツ、保健福祉総合センター、町立病院、白銀荘がこれに該当します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-1 公共施設（一般施設）のエネルギー使用実態 
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2) 単位床面積当りエネルギー使用量 

 同種の建物用途の施設を比較する場合単位床面積当りエネルギー使用量（以下「原単位」）で

比較する方法が有効です。 

 表 6-5-1 に示した公共施設 26施設は、以下の建物用途に分類することができます。この建物

用途ごとに各施設の原単位を示します。ただし、運動施設、プールについては屋外施設である

ため検討から除外しています。 

  ●役場施設 

  ●文化施設 

  ●小学校 

  ●中学校 

  ●給食センター 

  ●保育施設 

  ●運動施設（対象外） 

  ●プール（対象外） 

  ●保健福祉施設 

  ●病院施設 

  ●温泉宿泊施設 

  ●その他（上記に分類されないもの） 

 
α. 役場庁舎 

 子どもセンターの熱使用量が役場庁舎の約 1.5 倍です。逆に、電気使用量は役場庁舎が子

どもセンターの約 3倍になっています。建物規模を考慮すると、役場庁舎において節電対策

を検討する必要があると考えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-2 役場施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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β. 文化施設 

 公民館のエネルギー使用量が、熱、電気ともに非常に大きな値を示しています。したがっ

て、公民館の省エネルギー対策を進めていくことが必要ですが、特に、熱利用の効率化、断

熱構造などを検討することで大きな省エネルギー効果が期待できるものと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-3 文化施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 

 
χ. 小学校 

 電気使用量については、江幌小学校が若干高い値を示していますが、数値的にはさほど大

きなものではありません。熱使用量については、東中小学校、江幌小学校が他に比べて高い

値を示しています。学校施設については、夜間開放の有無によってエネルギー使用量に大き

な差が出る場合があるので、今後詳細に調査を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-4 小学校の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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δ. 中学校 

 電気、熱ともに多少の差はありますが、小学校のように大きな差ではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-5 中学校の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 

 
ε. 給食センター 

 公共施設の中でも、特に単位床面積当りの熱エネルギー使用量が多い施設で、他の自治体

も同様の傾向を示します。厨房施設の効率化など、熱利用面について省エネルギー化を図る

必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-6 給食センターの単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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φ. 保育施設 

 学校施設とほぼ同程度のエネルギー使用量です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-7 保育施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 

 
γ. 地域センター 

 泉栄防災センター、東児童館は概ね同じ値を示しています。これに対し、農産物加工実習

施設は、電気、熱ともに他の施設に比べて約 3 倍の使用量です。厨房施設を有していること

も一つの原因と考えられますが、これ以外の原因について調査の中で明らかにしたいと考え

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-8 地域センターの単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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η. 保健福祉施設 

 施設の性格上、熱エネルギー使用量が高い値を示す施設です。省エネルギー性を高めるた

めには、例えば高効率型ボイラーを更新時期に導入するなど、ハード面での対策が有効と考

えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-9 保健福祉施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 

 
ι. 温泉宿泊施設 

 当該施設も熱エネルギーを多く消費する施設に分類されます。しかし、源泉（源泉温度が

高い場合）、排湯を有効利用することで大きな省エネルギー効果が生まれるため、例えばヒー

トポンプの導入などが有効と考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-10 温泉宿泊施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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ϕ. その他 

 利用の最盛期である夏季に熱エネルギーを多く利用している傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-11 その他施設の単位床面積当りエネルギー使用量（灯油換算値） 
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6-5-2. 処理施設 

(1) 施設概要 

 上富良野町公共施設のうち処理施設の施設概要を表 6-5-2 に、エネルギー使用実態を図

6-5-12 に示します。葬斎場、日の出上水道が築 30 年を超える施設で老朽化が進んでいるもの

と考えます。エネルギー使用の面では、クリーンセンターが抜きん出ています。 

クリーンセンターや下水道施設、水道施設の省エネルギー化も必要ですが、これらの施設は

安全面、衛生面に配慮しつつシステム設計された施設であり、省エネルギー化にあたっては専

門的検討が必要になります。また、葬斎場については、熱エネルギーのほとんどが火葬に使用

されており、省エネルギー対策が難しいものと考えます。したがって、処理施設は本検討から

除外するものとします。 

 
表 6-5-2 公共施設（処理施設）の施設概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-5-12 公共施設（処理施設）のエネルギー使用実態 

延床面積

（㎡）

熱 電気 計

上富良野町クリーンセンター (中間処理施設・水処理施設） 中H11,水H8 2,642.50 169,412 89,983 259,395

上富良野浄化センター 平成3年度 3,264.80 4,432 53,194 57,626

翁飲料水供給施設 昭和58年度 16.00 0 217 217

江花簡易水道 平成12年度 89.00 0 3,402 3,402

清富飲料水供給施設 平成15年度 35.00 0 858 858

静修簡易水道 平成8年度 58.50 0 3,600 3,600

日の出上水道 昭和47年度 63.25 0 1,388 1,388

倍本上水道 平成8年度 70.91 0 1,516 1,516

里仁簡易水道 平成16年度 114.00 0 4,567 4,567

上富良野町葬斎場 昭和49年度 189.90 6,328 304 6,632

合計 180,172 159,029 339,201

（L：灯油換算）
施設名称 竣工年度

エネルギー使用量
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6-5-3. 省エネルギービジョン「重点プロジェクト」としての位置づけ 

 地域全体で省エネルギー行動を推進するために、町民や事業者は公共施設における率先的な

導入を期待しています。こうした公共施設における率先導入の経済的・環境的効果を情報発信

することで、町民や事業者の動機づけとなり、ステップ・バイ・ステップで地域全体に省エネ

ルギー行動が普及拡大していくことが期待されます。 
したがって、本町では「公共施設における先駆的な省エネルギー導入事業」を「上富良野町

地域省エネルギービジョン」の重点プロジェクトに位置づけ、後段の第７章において事業実施

に向けた基本的な考え方や概略の事業スケジュールについて紹介します。 

 なお、「重点プロジェクト」として取り扱うには公共施設は、現状の改修計画や省エネルギー

効果の大きさ、施設の特性などを考慮し、10施設程に絞り込むものとします。 

 
表 6-5-3 特定施設の一次抽出 

特定施設の抽出理由 対象施設 

●施設の老朽度 

 ※築 30年以上経過した施設 

役場庁舎、上富良野町公民館、上富良野小学校、上富良野中

学校、上富良野学校給食センター、上富良野町立病院、消防

庁舎 

●実際に改修計画がある施設 役場庁舎（ボイラー改修）、上富良野町公民館（暖房施設）

●エネルギー多消費施設 

 ※エネルギー多消費施設の抽出 

役場庁舎、社会教育総合センター、上富良野小学校、上富良

野中学校、上富良野学校給食センター、ラベンダーハイツ、

保健福祉総合センター、上富良野町立病院、白銀荘 

●施設の特徴 

 ※原単位による抽出 

役場庁舎、上富良野町公民館、江幌小学校、上富良野学校給

食センター、上富良野町農作物加工実習センター、ラベンダ

ーハイツ、保健福祉総合センター、上富良野町立病院、白銀

荘 

 

 省エネルギー対策は、エネルギー使用量が大きい施設ほどより高い効果が期待できます。し

たがって、特定施設は表 6-5-3 に示すエネルギー他消費施設である役場庁舎、社会教育総合セ

ンター、上富良野小学校、上富良野中学校、上富良野学校給食センター、ラベンダーハイツ、

保健福祉総合センター、上富良野町立病院、白銀荘を基本とします。さらに、暖房施設の改修

計画がある上富良野町公民館を加えた合計 10施設とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

●上富良野町における「重点テーマ２」 

 

「公共施設における先駆的な省エネルギー導入事業」 

  ・検討対象施設：役場庁舎、社会教育総合センター、上富良野小学校、上富

良野中学校、上富良野学校給食センター、ラベンダーハイ

ツ、保健福祉総合センター、上富良野町立病院、白銀荘、

上富良野町公民館 
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第7章  

 
7-1. 省エネルギー行動の推進に向けた普及啓発事業 

7-1-1. 普及啓発事業の目標 

本ビジョンの策定にあたって、町民・事業者意識調査（アンケート）を行いました。この中

で、町民・事業者の省エネルギー行動に関する設問を設定し、現在の取り組み状況、今後の取

り組み意志などについて確認しています。 

第 6章で試算した省エネルギー可能量は、今後の取り組み意志を期待値として、これらが全

て実践されたことを前提としています。 

したがって、普及啓発事業の目標はこの期待値とします。アンケート調査で設定した町民・

事業者の省エネルギー行動に関する項目と、それぞれの期待値を表 7-1-1 に示します。 

 
表 7-1-1 町民・事業者の省エネルギー行動の現状 

町民意識調査 事業者意識調査 

省エネルギー行動 期待値

（％）

省エネルギー行動 期待値

（％）

暖房・冷房の適切な温度設定 24.3 効果的な断熱方式等 12.0 

電気カーペットの適切使用など 15.8 冷暖房の適切な温度設定 14.8 

冷暖房機器のこめまなスイッチオンオフ 6.8 融雪機･ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞの適切な使用 4.5 

省エネ型の照明を使用 32.4 節電の心がけ 13.3 

こまめな照明のオンオフ 3.6 環境負荷の少ない燃料の使用 20.8 

テレビをつけたままにしない 24.6 省エネルギー型機器･商品の導入 29.2 

こたつのこまめな温度設定 11.1 太陽光発電の利用 8.0 

食器洗い乾燥機使用時はまとめて洗うなど 21.0 太陽熱･雪冷熱･排熱等の利用 8.3 

給湯器の温度設定を低くする 24.4 コージェネレーション等の導入 0.0 

冷蔵庫の温度調整･ものを詰めすぎない 36.8 低燃費車の導入 22.2 

冷蔵庫を壁から離して設置 13.2 エコドライブの実施 20.0 

冷蔵庫の開閉を少なく･開閉時間を短く 16.6 車両整備の徹底 3.8 

電子レンジを使用した煮物の下ごしらえ 53.8 公共交通機関の利用 12.5 

電気ポット未使用時にはコンセントを抜く 28.0 物流の効率化･合理化 12.5 

洗濯はまとめてする 4.7 再生品･エコマーク商品の選択 4.2 

お風呂は間隔をあけずに入る 19.2 給湯･給水の節水 19.2 

シャワーの流しっぱなしをしない 8.2 ごみ発生抑制･リサイクル推進 16.0 

温水洗浄便座の適切な温度設定など 8.0 廃棄物の適正処理 11.1 

アイドリングをしない 16.3 紙の使用抑制 25.0 

無駄な荷物を積んで走行しない 17.4 環境保全に関する社内研修 24.0 

急発進･急加速をしない 10.5 環境保全に関する社外研修参加 19.2 

タイヤ空気圧を適正に保つ 13.5 関係団体との環境保全情報の共有 16.0 

外出時に車使用を控える 33.5 ISO14001 等の環境システムの導入 0.0 

電気製品未使用時はコンセントを抜く 44.1 環境部署の設置･人員補強 4.2 

省エネタイプの家電製品の購入 47.6  

  

平均実践率 21.4 平均実践率 13.4 

 
 
 

第７章 重点プロジェクトの推進に向けて 

設定した省エネルギー行動を「今後取り組みたい」とした回答数

項目ごとの有効回答数 
期待値（％）＝
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7-1-2. 事業の期間 

「上富良野町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の目標年と同年の 2020 年度とします。 

 

7-1-3. 事業実施スケジュール 

2010 年度を準備期間とし、具体的な普及啓発事業の計画を立案します。2011 年度以降、普及

啓発事業をスタートさせますが、計画の中間年である 2015 年度に達成率を調査し、追加的措置

を講じながら計画の見直しを図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1-1 普及啓発事業のスケジュール 

 
7-1-4. 普及啓発プログラムの体系 

省エネルギーの推進にあたっては、町民一人ひとりや事業者それぞれが地球温暖化問題やエ

ネルギー問題を自らの地域の問題と認識し、環境保全に向けた具体的な取り組みを実践してい

くことが必要です。 

普及啓発プログラムは、地域の省エネルギー推進に向けた意識づくりを支援するものであり、

このため老若男女を問わず誰にでも親しみやすく、参画しやすいプログラムであることが必要

です。具体的な普及啓発プログラムは事業計画の策定に併せて立案されますが、ここではその

骨子をまとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1-2 普及啓発プログラムの体系 

５年 ５年 

事業計画 

の策定 

事業計画 

の見直し 

第一期実施期間 第二期実施期間 準備期間 

ビジョン 

の策定 

2009 年度 2010 年度 2011 年度 2015 年度 2020 年度 

目標の達成 

上上富富良良野野町町のの普普及及啓啓発発ププロロググララムム  

～～環環境境意意識識のの高高いいままちちづづくくりり！！～～  

省エネルギーに関する情報提供 

学校における環境教育プログラムの充実 

人材の育成の促進 

テーマ１ 

テーマ２ 

テーマ３ 
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7-1-5. 具体的な普及啓発方法 

 普及啓発プログラムのテーマごとに実施する内容などについてまとめます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 上富良野町の普及啓発プロジェクトの骨子 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ１：省エネルギーに関する情報提供 

提供する情報（例） 

◆町民 

・家庭における省エネルギー取り組み方法 

・ライフスタイルチェックリスト 

・環境家計簿 

・エコ家電の紹介（エコポイント制度） 

・エコカーの紹介 

・エコドライブのすすめ 

・省エネルギー推進に関する資金支援制度 

◆事業者 

・事業所における省エネルギー取り組み方法

・先進事例及び省エネルギー効果 

・トップランナー設備の紹介 

・エコドライブのすすめ 

・省エネルギー推進に関する資金支援制度 

など

提供方法（例） 

◆紙媒体 

・町の広報誌、町内会の回覧 

・パンフレット、エコ新聞 

◆電子媒体 

・役場ホームページの充実 

・関係機関ホームページ（URLの紹 

介） 

◆セミナー・イベント 

・出前講座 

・町や町内団体主催のセミナー、 

 シンポジウムの開催 

・町民参加型の環境・啓発イベン 

トの実施 

◆省エネルギー窓口の設置 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２：学校における環境教育プログラムの充実 

環境教育の内容（例） 

・総合的な環境教育、学習の推進 

・環境教育プログラムの作成 

⇒体験型環境学習プログラムの充実 

⇒副読本を活用したプログラムの作成 

⇒社会見学会の実施 

⇒親子参加型プログラムの充実 

・エコイベントの開催 

・地域資源などの活用 

など

導入の事例 

・省エネ共和国の建国 

・省エネ教育推進モデル校の指定 

・学校版 ISO の構築と運用 

・キッズ ISO 

・環境家計簿 

・こどもエコクラブの創設 

・学校ビオトープづくり 

など 

 

 

 

 

 

テーマ３：人材育成の促進 

◆町内の人材育成プログラム      ◆外部講師により研修会の開催 

・環境教育リーダー制度の創設     ・エネルギー管理に係る研修会の開催 

・温暖化対策推進委員制度の創設    ・技術研修会の開催 

・資格取得支援制度の創設       ・教員を対象とした研修会の開催 

・人材登録制度の創設         ・資格取得講座の開催 
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7-2. 公共施設における先駆的な省エネルギー導入事業 

7-2-1. 重点プロジェクトの対象施設 

 本ビジョンで抽出した公共施設は、役場庁舎、社会教育総合センター、上富良野小学校、上

富良野中学校、上富良野学校給食センター、ラベンダーハイツ、保健福祉総合センター、上富

良野町立病院、白銀荘、上富良野町公民館の 10施設です。 

 

7-2-2. 簡易省エネルギー診断の実施 

 上記の 10施設について簡易省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化すべき項目を調査し

ました。また、それぞれの調査項目ごとに省エネルギー効果、ペイバック年数などを概略検討

しています。結果を章末資料に添付します。概略検討の結果、大きな初期投資を必要とします

が、「吹上温泉保養センター白銀荘」は省エネルギー効果が極めて高く、かつ設備費のペイバッ

クも期待できる施設であることがわかりました。 

 今後、これらの検討結果について、「地域エネルギービジョン策定等事業（重点テーマに係る

詳細ビジョン）」などの事業を活用しながら精度を高め、本町の中長期施設整備計画を見据えな

がら、省エネルギー改修の優先順位、施設整備計画を検討していきます。 

  

7-2-3. 優先順位の高い施設 

 上述のとおり、「吹上温泉保養センター白銀荘」は省エネルギー効果が高いため、省エネルギ

ー改修の優先順位の高い施設と判断します。特に効果の高いメニューは「温泉排湯利用ヒート

ポンプシステムの採用」で、具体的には温泉排湯の余熱を熱源としてヒートポンプにより昇温

し、施設の暖房、給湯、融雪用の熱源として活用するシステムです。 

 「ヒートポンプ」は現在、温暖化対策に欠かせない技術の一つとして注目されています。こ

うした注目度の高い技術を上富良野町が先駆的に導入し、省エネルギー性や環境効果を含めて

町民や事業者に情報発信することで、地域全体の省エネルギー推進に向けた意識が高まること

に期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2-1 温泉排湯利用ヒートポンプシステムの概念図 
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7-2-4. 事業実施スケジュール 

重点プロジェクトの実施にあたっては、詳細な検討を行い、また本町の財政状況を考慮しな

がら実施する必要があります。ここでは、次年度以降に「地域エネルギービジョン策定等事業

（重点テーマに係る詳細ビジョン）」を活用して詳細検討を実施し、事業着手した場合の事業ス

ケジュール（案）を示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2-2 重点プロジェクトの実施フロー（案） 

 

「上富良野町省エネルギービジョン」の策定 

詳細検討の実施 

庁内委員会 
の設置 

策定委員会

の設置 
●重点プロジェクトの抽出 
・「公共施設における先駆的な省エネルギー

 導入事業」の抽出 

支援制度の調査 

●省エネルギービジョン（重点テーマ 
に係る詳細ビジョン）の実施 

・事業計画の立案（優先順位の検討など） 
・事業の可能性検討 

●国、道、関係機関の助成制度の調査 
・対象助成制度の選定 

策定委員会

の設置 
置

検討 

検討 検討 

基本計画・設計 

●施設の基本計画の立案 
●実施設計 

省エネルギー設備導入に係わる補助申請 

着工 

H21 

H22 
以降 

H23 
以降 

検討 

上富良野町 
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＜資料-1＞ 
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＜資料-1＞ 

評価の概要 

特定施設の省エネルギー改修の重要度の決定にあたっては、以下の事項を判断基準とします。

定量的な評価基準は次ページに示します。 

ここで、各設備の耐用年数は資料表 2-1 に示すように定義します。 

 

 

●判断基準 

・ 省エネルギー効果が大きいこと。 

・ 設備投資のペイバック年数が短いこと（設備の耐用年数以内であること）。 

 

 

 

表 7-2-3 設備の耐用年数 

設備名 耐用年数 備考 

電気設備（照明等） 5年 蛍光灯は 5年、安定器は 10年程度ですが、両方

合わせて 5年としています。 

ヒートポンプ 20 年  

換気設備 15 年 サーキュレーションファン、熱回収型換気扇 

節水器具 15 年  

トイレ擬音装置 15 年  

配管等 30 年  

建物（断熱） 50 年  

※法定耐用年数による（一部、実年数とした） 
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定量的な評価基準 

(1)省エネルギー量の評価 

省エネルギー量の大小のみに着目して評価します。評価は省エネルギーメニューごと、施設

全体の 2通りとし、それぞれについて 3段階評価とします。 

 

 ●省エネルギーメニューごとの評価 

・大きな効果が期待できる「◎」 ・・・300,000MJ 以上 

・効果が期待できる「〇」     ・・・100,000MJ 以上 300,000MJ 未満 

・大きな効果は期待できない「△」 ・・・100,000MJ 未満 

●施設全体の評価 

・大きな効果が期待できる「◎」  ・・・500,000MJ 以上 

・効果が期待できる「〇」     ・・・250,000MJ 以上 500,000MJ 未満 

・大きな効果は期待できない「△」 ・・・250,000MJ 未満 

 

 

(2)ペイバック年数の評価 

ペイバック年数の評価は、耐用年数以内に回収できるか否かで判断します。よって、以下に

示す 2段階評価とします。 

 

・耐用年数以内に回収できる    ・・・・・・「〇」 

・耐用年数以内に回収できない ・・・・・・「×」 

 

 

定量評価 

 次ページ以降に定量評価の結果を示します。 
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第8章  

 
「上富良野町地域省エネルギービジョン」は、「上富良野町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」のアクションプログラムです。したがって、本章では省エネルギー対策の進行管理のみに

着目するのではなく、温暖化対策全般に係わる進行管理のあり方を示します。 
 
8-1. 推進体制 

8-1-1. 推進体制 

上富良野町の温暖化対策は、町民・事業者・行政の自主的な取り組みにくわえ、各主体の協

働により地域ぐるみで推進します。また、「（仮称）上富良野町地球温暖化対策地域協議会」を

設け、施策推進のかなめに位置づけます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 8 章 省エネルギー対策の進行管理 

（仮称） 
上富良野町 

地球温暖化対策 
地域協議会 

行  政 

温暖化対策

推進部局
庁内各課連携 

町  民 

家庭 学校 

自治会 住民団体 

交流・連携 

事 業 者 

事業者 事業者 

事業者団体 

交流・連携 

協働 

協働

協働

連携 

協働

連携 
協働 
連携 

協働

大学・研究機関等 

連携 

地球温暖化防止活動推進センター 

連携 
協働 

図 8-1-1 地域推進計画の推進体制の全体イメージ 
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8-1-2. 推進組織 

各主体の協働のもとで、地域の温室効果ガス排出の抑制等に関して必要となるべく措置につ

いて協議し、具体的な対策を実践する組織として「（仮称）上富良野町地球温暖化対策地域協議

会」を設立します。 
各主体の協力体制を築きながら、家庭や事業所の温室効果ガス排出抑制対策を企画・実施し

ます。計画の進捗状況をチェックし、課題を検討するなど、計画の進行管理の役割を担います。 
 

【主な活動内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-1-3．各主体の役割 

町民・事業者・行政の役割を以下に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇町の事務事業等で率先して地球温暖化対策を実施することで、まち全体の取り組みを拡大

する牽引役となります。 
◇地球温暖化対策の推進のかなめとなる「（仮称）上富良野町地球温暖化対策地域協議会」

を設立し、運営を支えます。 
◇町民・事業者の取り組みを一層促進するため、情報提供や取り組み普及のための仕組みを

つくります。 
◇庁内関係部局との連携を強化し、温室効果ガスの排出抑制等に関係する施策の目的達成に

向けた調和を図ります。 

町の役割 

 
◇地球温暖化問題について理解し、着実に取り組みを進めていくことが期待されます。 
◇町・事業所・協議会等から発信される情報を積極的に活用し、家庭などで省エネルギー等

に取り組むことが期待されます。 
◇町民活動に参加するなど取り組みを広げて行く役割を担うことが期待されます。 

町民の役割 

◇地球温暖化対策実行計画の施策の推進・進行管理 
◇行動計画の検討・策定 
◇各主体の取り組みを推進するために必要な支援策の検討 
◇地球温暖化防止のための情報提供・情報交換・環境学習の推進 
◇シンポジウム・セミナー開催   等 
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8-1-4．各主体の協働 

地球温暖化対策においては、取り組みの輪を広げていくことが重要です。市民間、事業者間、

町民と事業者との間などで交流をすすめて対策のノウハウを共有し、地域における取り組みを

推進していくことが期待されます。 
町や協議会は、このような主体間の交流を企画する役割を担います。 

 
 

 
◇すべての事業所において着実な取り組みを進めていくことが期待されます。 
◇先進事業者と今後取り組みを進めようとする事業者等とが積極的に交流・連携し、地球温

暖化対策に関するノウハウを共有していくことが期待されます。 
◇取り組み事例等についての情報を発信していく役割が期待されます。 

事業者の役割 
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8-2．進行管理 

進行管理は、ＰＬＡＮ（計画策定）、ＤＯ（取り組みの実行）、ＣＨＥＣＫ（進捗状況の点検）、Ａ

ＣＴＩＯＮ（計画の評価・見直し）のＰＤＣＡマネジメントサイクルを基本として行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-2-1 進行管理の方法 

 
 
 
 
 

ＰＬＡＮ（計画策定） 

◇地球温暖化対策実行計画を策定します。 

◇住民等の意見を反映させるため、実行計画策定委員会への住民の参画や、素案

として作成した実行計画に対するパブリックコメントの募集を行います。 

◇実施計画を策定したときは、ホームページ等にて公表します。 

ＤＯ（取り組みの実行） 

◇実行計画に記載した地球温暖化対策に関する施策について実行します。 

◇庁内関係部局、町民・事業者等関係主体と連携して取り組みを実行します。 

ＣＨＥＣＫ（進捗状況の点検） 

◇当該年度に実施した施策効果を計測します。 

◇施策効果が温室効果ガス削減量に換算できるものは削減量として把握します。

◇定期的に地域全体の温室効果ガス排出量を把握します。 

ＡＣＴＩＯＮ（計画の評価・見直し） 

◇当該年度に実施した施策の評価を行い、次年度への展開を図る見直し（次年度

事業の見直し）を行います。 

◇実行計画の期間終了時期においては、それまでに実施した施策全体の評価を行

い、温室効果ガス排出量の増減要因を検証します。 
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